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●担当課評価について
　　前年度の実施事業に対する担当課による評価です。
　　男女共同参画の視点から工夫した点・配慮した点から3段階で評価しています。

　　A評価・・・・男女共同参画の視点を取り入れ、積極的に推進している。
　　A´評価・・・事業の実施自体が、男女共同参画の推進に寄与するもの。
　　B評価・・・・男女共同参画の視点を取り入れている。
　　C評価・・・・男女共同参画の視点が不足している。

　　※ 「 ─ 」は事業実施なしのため評価不可を表しています。

●広報物を用いた啓発事業と、相談体制の充実については、
　以下の表のとおり評価基準を設定しています。

第二次下野市男女共同参画プラン

進捗状況報告書【全事業】

令和２年３月31日現在



基本目標Ⅰ　あらゆる分野において女性が活躍できる環境づくり

施策の方向Ⅰ-１　男女が共に働き続けられる職場づくりへの支援

担当課
評価

A

A

A

A

A

A

B

A

令和３～７年度（次期計画）

施　　策
施　　策　　内　　

容
事　　業 担当課

【市民協働推進課】
ホームページのキーワード集に男女雇用機会
均等法の概要を掲載している。
情報紙「シェアリング」第22号では、法に言
及し男女の就業について取り上げた。
各種ハラスメントについては、広報紙コラム
10月号（パタニティハラスメント）で用語紹
介を行った。

情報紙「シェアリング」は、男
女共同参画推進委員および男女
共同参画情報紙編集委員を通し
て、市内事業所（店舗・事務
所）等への設置を依頼してい
る。男女共同参画啓発イベント
実施時には、下野市立地企業連
絡協議会会員および市内協同組
合等に参加を呼びかけ、市の取
組をPRした。
令和元年度事業所アンケート結
果「男女雇用機会均等法の内容
まで知っている」「多少は知っ
ている」と答えた割合は
74.8％。

H28法改正により、妊娠・
出産等に関するハラスメ
ント防止措置義務が新設
され、事業者は労働者へ
の周知・啓発、相談体制
の整備等が義務付けられ
ているため、事業者に対
し啓発する機会が必要。

最新の法制度に関する周
知啓発に取り組み、下野
市ワーク・ライフ・バラ
ンス推進事業所認定制度
とあわせて、法制度の情
報提供と定着を促進す
る。

継続

【商工観光課】
チラシ「人材確保・業績アップの第１歩に女
性の活躍推進に取り組みませんか？」を商工
観光課窓口に設置、および下野市立地企業連
絡協議会総会時に会員へ配布した。

目　　標
今後の
方向性

（1）均等
な雇用機
会と待遇
の確保

雇用機会や待遇に
おいての男女平等
の確保のため、
「男女雇用機会均
等法」などの勤労
に関わる法と制度
の定着が図られる
よう、企業等への
普及・啓発を図り
ます。

企業や事業
主等への
「男女雇用
機会均等
法」の周知

市民協働推
進課
商工観光課

（２）男
女の能力
が活かせ
る職場環
境の整備

意欲ある男女がそ
の能力を十分に活
かせる職場環境の
整備を促進するた
め、企業や事業主
等に対する情報提
供・啓発活動に努
めるとともに、各
種表彰制度や認定
制度の取得に向け
た支援を行いま
す。

職場におけ
る慣習的な
男女差別意
識改善のた
めの啓発活
動の推進

市民協働推
進課
商工観光課

市内の様々な業種の企業へ周知
を図ることができた。

さらに効果的な啓発手法
を検討し、啓発先企業の
制度理解を深める。

チラシの配布について
は、継続的に実施。
下野市立地企業連絡協議
会会員外へ制度の周知を
行う。

継続

公共職業安
定所等との
連携による
相談対応

商工観光課

継続

両立支援等
助成金制度
等の周知

商工観光課 栃木県信用保証協会での制度である「健康・
働き方応援保証はつらつ」事業、および「事
業主行動計画・えるぼし取得への助成金」制
度の周知のため、チラシを商工観光課窓口に
設置、および下野市立地企業連絡協議会総会
時に会員へ配布した。

窓口来庁者へ幅広く周知するこ
とができた。
市内の様々な業種の企業へ周知
を図ることができた。

さらに効果的な啓発手法
を検討し、啓発先企業の
制度理解を深める。

認定事業所の情報は市広
報紙・ホームページ等に
掲載し、取組事例は他事
業者のモデルケースとな
るよう広く周知する。

強化・充実

チラシの配布については
継続的に実施。
下野市立地企業連絡協議
会会員外へ制度の周知を
行う。 継続

両立支援推
進のための
情報提供

商工観光課 「夏季における年次有給休暇の促進」や「年
次有給休暇取得促進期間」関連のチラシを、
窓口と道の駅しもつけに設置し、周知を図っ
た。

チラシの配布を通して啓発を
図った。

市内の様々な業種へ開催の周知
を行うことができた。

さらに効果的な啓発手法
を検討し、啓発先企業の
制度理解を深める。

チラシの配布については
継続的に実施。
下野市立地企業連絡協議
会会員外へ制度の周知を
行う。 継続

事　業　の　内　容
男女共同参画の視点から
工夫・配慮した点、現状値

問題点・今後の課題

チラシ「働く人のメンタルヘルス相談」や
「マザーズコーナーの就職支援」について商
工観光課窓口に設置、および下野市立地企業
連絡協議会会員へ周知した。

市内の様々な業種の企業へ周知
を図ることができた。

ハローワークや小山労政
事務所等と連携し、企業
等の能動的な取組に対し
て支援できるよう、制度
周知のためのセミナーの
開催を検討する。

男女雇用機会や、待遇に
おいての制度等のセミ
ナーの開催。

継続

【市民協働推進課】
「下野市ワーク・ライフ・バランス推進事業
所認定制度」を新設し、募集を3月に開始し
た。
ワーク・ライフ・バランスや職場における慣
習的な男女差別意識改善のための啓発活動の
推進を含むチェックシート項目のうち、15項
目該当で申請可能。市内事業所等に制度周知
を行った。

ワーク・ライフ・バランス推進
への機運を醸成し、推進事業者
の取組を側面から支援するた
め、市のすべての機関が発注す
る物品または業務委託に関し、
認定を受けた事業者に配慮した
調達を行うよう努めることを
「ワーク・ライフ・バランス推
進事業者優先調達方針」に定め
た。
また、市建設工事参加資格審査
時、認定を受けた事業者に10点
加点することで、市の公共調達
時に優遇することとした。

10月の認定開始に向け
て、申請事業所の認定可
否を審査する。各申請事
業所に取組内容と実態の
確認を行い、審査は8月ご
ろ実施予定。

さらに効果的な啓発手法
を検討し、啓発先企業の
制度理解を深める。

チラシの配布については
継続的に実施。
下野市立地企業連絡協議
会会員外へ制度の周知を
行う。

継続

各種表彰制
度や認定制
度の啓発・
情報提供

商工観光課 「とちぎ女性活躍応援フォーラム2019」のチ
ラシを商工観光課窓口および下野市立地企業
連絡協議会会員宛てにメーリングを行い、開
催の周知を行った。
チラシ「あなたの企業の女性の活躍を応援し
ます！」を下野市立地企業連絡協議会総会時
に会員へ配布した。

【商工観光課】
チラシ「いい仕事いい家庭つぎつぎとちぎ宣
言」を商工観光課窓口に設置、および下野市
立地企業連絡協議会総会時に会員に配布し
た。

市内の様々な業種の企業へ周知
を図ることができた。

県で行っている「いい仕
事いい家庭つぎつぎとち
ぎ宣言」制度の更なる普
及に向けて、啓発手法を
検討する。

チラシの配布については
継続的に実施。
下野市立地企業連絡協議
会会員外へ制度の周知を
行う。
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担当課
評価

A

A

A

A

A

A

B

A

令和３～７年度（次期計画）

施　　策
施　　策　　内　　

容
事　　業 担当課 事　業　の　内　容

男女共同参画の視点から
工夫・配慮した点、現状値

問題点・今後の課題 目　　標
今後の
方向性

【生涯学習文化課】
市民協働推進課で実施したため事業実績な
し。

【市民協働推進課】
家事シェア研究家でありNPO法人tadaima! の
代表理事である三木氏を講師として招き、家
庭での家事シェアをテーマに男女共同参画推
進セミナーを開催した。
・11/1(金)　男女共同参画推進セミナー
　「たった5分でできる家事シェアテクニッ
ク」
　講師：三木 智有氏
　参加者：56名

①引き続き商工会と連携
し、継続的に実施する。
②さらに効果的な啓発手
法を検討し、啓発先企業
の制度理解を深める。

男性の割合が高い業種に
おいて、積極的に②チラ
シを活用し、周知を行
う。

継続

農業者世帯
における家
族経営協定
の締結の普
及促進

農業委員会 農業を経営する家族内で文書による明確な取
り決めを行うことにより、男女の労働貢献の
意義を認識を促し、男女共同参画の意識改革
を促した。
令和元年度家族経営協定締結実績：新規1件、
内容変更1件

ワーク・ラ
イフ・バラ
ンスに関連
するセミ
ナー・講座
等の実施

生涯学習文
化課

ガイドブックは、令和元
年の女性活躍推進法等の
一部改正により、内容変
更が生じる箇所がある。

制度改正にあわせて、ガ
イドブックの改訂を行
う。
令和2年度より開始する
下野市ワーク・ライフ・
バランス推進事業所制度
で認定を受けた事業所の
取組について、モデル
ケースとなるよう周知を
行う。

強化・充実

（４）農
業・商工
自営業に
おける
パート
ナーシッ
プの促進

農業や商工自営業
における慣習的な
性別役割分担意識
の改善と、女性の
地位や収入の確保
を図るための啓発
活動、研修の実施
および相談体制の
充実を図ります。

女性の地位
や収入の確
保を図るた
めの啓発活
動、研修・
相談の実施

農政課
商工観光課

チラシの配布については
継続的に実施。
下野市立地企業連絡協議
会会員外へ制度の周知を
行う。 継続

ワーク・ラ
イフ・バラ
ンスの取組
事例の紹介

市民協働推
進課

「しもつけ女性活躍応援ガイドブック」にお
いて、ワーク・ライフ・バランス推進のため
の取組事例紹介を掲載している。
・市内商工会総会、立地企業連絡協議会総会
にて配付

ガイドブックを男女共同参画推
進事業時や市ホームページに掲
載し、広く周知啓発を図った。
また、取組事例を「長時間労働
の削減分野」や「両立支援」等
に分類し掲載することによっ
て、より具体的な支援方法等の
情報提供を行った。

（３）
ワーク・
ライフ・
バランス
の実現に
向けた市
民への普
及・啓発

市民に向けて、
ワーク・ライフ・
バランスの考え方
や具体的な取組方
法等についてわか
りやすく情報提供
するセミナーの開
催や事例紹介を行
います。

新規就農者や農業後継者に対す
る周知や、これまで締結した世
帯に対しても実情に合う内容の
見直しを推進することにより、
男女共同参画の意義の認識を促
した。

既に家族経営協定を締結
した農業者世帯のうち、
協定内容が実情と会わな
い場合もある。
協定内容を確認、見直し
をすることは、男女共同
参画を再認識する機会に
繋がるため、既に協定し
た世帯に対しても更なる
周知が必要である。

協定未締結の農業後継者
世帯や新規就農者へ、家
族経営協定の締結を推進
する。
既協定締結世帯に対し、
定期的な内容確認と見直
しを推進する。 継続

継続

働く人や企
業・事業主
に対する仕
事と家庭の
両立支援と
働き方の見
直しについ
ての普及・
啓発

商工観光課 チラシ「女性活躍推進法に基づく一般事業主
行動計画策定」を商工観光課窓口に設置、お
よび下野市立地企業連絡協議会総会時に会員
へ配布した。

市内の様々な業種へ周知を行う
ことができた。

さらに効果的な啓発手法
を検討し、啓発先企業の
制度理解を深める。

【商工観光課】
①商工会会員を対象にＩＣＴ講習会（パソコ
ン講座等）を開催した。
・受講者33名　うち女性受講者18名
約55％
②チラシ「あなたの企業の女性の活躍を応援
します」を商工観光課窓口に設置した。

①ICT講習会については、開催
時間や講習内容を個人の希望に
合わせて対応するなど工夫し
た。
②チラシでの周知を通して、啓
発を行った。

男性の視点から家事シェアにつ
いて提案いただき、男性も参加
しやすい講座になるよう講師を
選定した。参加者の男性比率
54％。
企業や他市町職員等に参加を促
したほか、職員研修として本市
職員の参加を促した。また託児
を行う事で、小さい子どもを持
つ主婦層が参加しやすいよう配
慮した。

令和元年度市民アンケー
トでは、ワーク・ライ
フ・バランスの内容につ
いて「知っている」と答
えた方は34.0％であっ
た。また、男女共同参画
講演会・映画会の認知度
は10.2％。
事業者向けアンケートで
は、当セミナーの認知度
は22.6％。
今後も、労使双方への啓
発を並行して行う必要が
ある。

市民アンケートにおい
て、ワーク・ライフ・バ
ランスの内容について
「知っている」の回答率
45.0％を目指す。

制度周知先を広げること
で、女性起業家創業資金
融資実行件数：2件を目
指す。

強化・充実

【農政課】
農村生活研究グループ協議会の活動におい
て、地域農村女性としての意識高揚と資質向
上を図るために事業を実施した。地元野菜を
女性の視点でPRできるように、料理講師を招
き地元野菜を利用した料理講習会を実施し
た。
・調理実習：2月14名参加
しもつけかんぴょうまつりでかんぴょうの卵
とじスープを配布するなど地元農産物のPRを
行った。
かんぴょうを使った料理についての取材を受
け、地元農産物のPR活動を行った。

協議会のPRのため、イベント等
に積極的に参加した。
協議会会員の高齢化や会員数減
少が課題となっていたが、ホー
ムページにて協議会事業への一
般参加を呼びかけ、協議会を
知ってもらう機会を設けた。

協議会を周知することは
できたが、協議会会員の
高齢化、減少は引き続き
の課題である。

協議会の周知を図り、新
たな会員（特に若い世
代）の獲得を目指す。

継続

強化・充実

女性起業家
創業資金制
度を活用し
た女性の起
業に向けた
支援

商工観光課 女性起業家創業資金融資実行件数：1件
しもつけ創業塾において制度概要を説明し
た。制度のパンフレットを商工観光課窓口に
設置するとともに、市内金融機関および商工
会会員、関連団体総会時や立地企業連絡協議
会総会時に配布し、周知を図った。

しもつけ創業塾では、男女問わ
ず創業意欲のある方を対象とし
ている。
創業塾での説明やパンフレット
の配布を通して広く啓発を図っ
た。

創業支援機関である栃木
産業振興センターと連携
し、センターの支援事業
の参加者に対しても、市
の制度周知を行う。

チラシ「ハローワーク小山マザーズコー
ナー」を商工観光課窓口に設置した。

チラシの配布を通して啓発を
行った。

ハローワーク、小山労政
事務所と連携し、女性の
就業に向けた支援を検討
する。
また、県労働政策課と連
携し女性就業セミナーの
参加者を募ったが、参加
希望者がいなかった。

改めて就業支援に対して
のニーズを調査・検討
し、県労働政策課と連携
した女性就業セミナーの
年一回の開催を目標に準
備する。

（５）女
性のチャ
レンジ・
再チャレ
ンジへの
支援

就労や地域での活
躍など、女性がい
つまでもチャレン
ジできる環境を整
えるため、キャリ
アアップのための
情報提供を行うと
ともに、就業に関
する相談事業を実
施します。

ハローワー
クのマザー
ズコーナー
等との連携
による女性
の就業支援
の実施

商工観光課
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施策の方向Ⅰ-２　意思決定の場への女性の参画拡大

担当課
評価

A

A

A

A

A

A

-

A

A

A

令和３～７年度（次期計画）

引き続き、選任指針に基づく割
合目標を達成できるよう配慮
し、男女比率に偏りのある審議
会等においては、できる限り均
等に近付くような選出を呼び掛
けた。
平成31年4月1日現在、審議会等
における女性の登用状況は
37.5％。

分野により男女比の偏り
が大きい審議会等が見ら
れる。女性比率の少ない
審議会等においては、引
き続き女性の積極的な参
画を呼びかけ、受け入れ
る土壌づくりとしての意
識啓発を並行して行う必
要がある。

女性委員の割合40％を目
指す。

継続

（2）企業
や団体に
おける方
針決定へ
の男女共
同参画の
促進

職場内での固定的
な性別役割分担意
識の改善や企業を
支える貴重な人材
として女性の能力
の適切な評価に基
づき、方針決定の
過程への男女共同
参画が図られるよ
う、ポジティブア
クションの実施に
ついて企業や団体
への啓発活動を推
進します。

企業や団体
における男
女共同参画
促進のため
の啓発

市民協働推
進課
商工観光課

今後の
方向性

（1）政策
決定への
男女共同
参画の促
進

女性の視点を反映
させ、市の政策や
方針決定の過程へ
の男女共同参画を
推進するため、審
議会・委員会等へ
の女性委員の登用
を促進します。ま
た、市職員の管理
職等についても、
公正・公平な能力
評価により積極的
に女性の登用を図
ります。

審議会・委
員会等への
女性参画比
率目標の設
定による女
性登用の促
進

市民協働推
進課

下野市審議会等委員選任指針に基づいて、各
種委員の選任にあたって女性委員の割合の目
標を30％としている。本プランにおける目標
値は40％。
広報2月号コラム「ジェンダー・ギャップ指
数」において、市政への参画を呼びかけた。

事　業　の　内　容
男女共同参画の視点から
工夫・配慮した点、現状値

問題点・今後の課題 目　　標施　　策
施　　策　　内　　

容
事　　業 担当課

さらに効果的な啓発手法
を検討し、啓発先企業の
制度理解を深める。

チラシの配布については
継続的に実施。
下野市立地企業連絡協議
会会員外へ制度の周知を
行う。 継続

ポジティブ
アクション
の実施に向
けた啓発

市民協働推
進課
商工観光課

【市民協働推進課】
職場における女性活躍推進を図るためガイド
ブックをH29.9に作成し、下記イベントで配付
した。
・7/27(土)　男女共同参画のつどいinしもつ
け
・11/1(金)　男女共同参画推進セミナー
・市内商工会総会、立地企業連絡協議会総会

【商工観光課】
チラシ「人材確保・業績アップの第一歩に女
性の活躍推進に取り組みませんか？」を商工
観光課窓口に設置、および下野市立地企業連
絡協議会総会時に配布した。

市内の様々な業種の企業へ周知
を図ることができた。

【市民協働推進課】
市内事業者に男女共同参画促進イベントへの
参加を促した。また職場における女性活躍推
進を図るため平成29年9月に作成したガイド
ブックを、下記イベントで配付した。
・7/27(土)　男女共同参画のつどいinしもつ
け　157名
・11/1(金)　男女共同参画推進セミナー　56
名
・市内商工会総会
・立地企業連絡協議会総会

企業経営者および従業員に対
し、女性活躍の取組方法や、ラ
イフスタイルに合わせ継続して
就業できるような職場環境の整
備等の提案・意識啓発を行っ
た。

啓発テーマや方法・時期
を再検討する必要があ
る。
市内の他事業者の取組を
知る機会となるよう、下
野市ワーク・ライフ・バ
ランス推進事業所認定事
業所制度をPRし、市啓発
イベントを有効活用いた
だくことを目指す。

強化・充実

さらに効果的な啓発手法
を検討し、啓発先企業の
制度理解を深める。

チラシの配布については
継続的に実施。
下野市立地企業連絡協議
会会員外へ制度の周知を
行う。

継続

（3）地域
活動での
方針決定
への男女
共同参画
の促進

地域活動やボラン
ティア活動などの
方針決定に際し
て、男女共同参画
を促進するための
啓発活動を推進す
るとともに、女性
もリーダーとして
積極的に参画でき
るよう情報や研修
の機会を提供しま
す。

若手女性
リーダーの
養成・研修
機会の提供

生涯学習文
化課

ガイドブックはセミナー開催時
や企業交流会、商工会主催の研
修会等の多くの企業経営者が集
う機会を活用し、啓発資料とし
て配付するとともに、市ホーム
ページに掲載したことによって
広く情報提供ができた。

ガイドブックは、令和元
年の女性活躍推進法等の
一部改正により、内容変
更が生じる箇所がある。

制度改正にあわせて、今
後ガイドブックの改訂を
行う。
令和2年度より開始する
下野市ワーク・ライフ・
バランス推進事業所制度
で認定を受けた事業所の
取組について、モデル
ケースとなるよう周知を
行う。

強化・充実

【商工観光課】
チラシ「人材確保・業績アップの第一歩に女
性の活躍推進に取り組みませんか？」を商工
観光課窓口に設置、および下野市立地企業連
絡協議会総会時に配布した。

市内の様々な業種の企業へ周知
を図ることができた。

まちづくりリクエスト講座として自治会等か
らの希望に応じて出前講座を行っており、
「生涯学習情報誌エール」にて募集してい
る。令和元年度開講実績なし。

-

市の令和元年度女性自治
会長比率は、県内最高の
4.8％。
令和元年度市民アンケー
トにおいて、自治会等の
地域活動の場において
「男女平等となってい
る」と回答した方は
29.0％。

自治会のほか、講座に興
味関心を持った方が5人
以上集まれば利用できる
制度であることを周知す
る機会を設け、申し込み
のハードルを下げる。

継続

自治会を対
象とした出
前講座の実
施

市民協働推
進課

栃木県総合教育センターが主催する「家庭教
育支援プログラム指導者研修」の案内を関係
者へ周知したところ、市民を含め5名の参加が
あった。
また、家庭教育支援チームに対しては、活動
の際、市が各団体との調整役を担うなどの連
携・支援を行った。

主催者が作成したチラシを各施
設で配布したほか、関係者への
周知を行った。男性も女性も参
加しやすいよう、職員が同行す
る等の配慮をした。

研修機会は積極的に周知
するよう努めているが、
参加者は毎年横ばい傾向
にある。周知対象の拡大
も検討する必要がある。

各種団体へ積極的に研修
機会を提供し、広く参加
者を募る。研修修了者に
対しては、若手女性リー
ダーとして、まちづくり
への参画を促す。 継続

継続

【商工観光課】
チラシ「あなたの企業の女性の活躍を応援し
ます！」を商工観光課窓口に設置、および下
野市立地企業連絡協議会総会時に会員へ配布
した。

市内の様々な業種の企業へ周知
を図ることができた。

さらに効果的な啓発手法
を検討し、啓発先企業の
制度理解を深める。

チラシの配布については
継続的に実施。
下野市立地企業連絡協議
会会員外へ制度の周知を
行う。

継続

制度改正に併せた支援を
定期的かつ継続的に実施
する。

継続

【農政課】
経営改善計画の申請・更新を行う際の相談・
指導および家族経営協定締結者の役割分担や
休日等労働条件の見直しを行った。また、研
修会等を通じて農業技術・経営管理の習得に
よる能力向上を図った。

経営改善計画の新規申請や更
新、家族経営協定の相談・指導
の際に意識の啓発を行った。

家族経営協定締結者の役
割分担、労働条件見直し
について、引き続き啓発
が必要である。

経営改善計画の新規申請
や更新、家族経営協定の
相談・指導の際に意識の
啓発や助言を行う。

【農業委員会】
家族経営協定や農業簿記の実施により、女性
が積極的に農業経営に参加を促し、農業経営
における男女の労働貢献の意義を再確認し、
男女共同参画の意識改革を促した。
令和元年度家族経営協定締結実績
新規1件、内容変更1件

農業簿記の適正化を推進するた
めに、男女問わず経営に参画す
る意識改革を促した。
家族経営協定を推進することに
より、男女共同参画の意識改革
を促した。

社会情勢により変化する
制度に対応するため、適
切な情報を提供する必要
がある。

（４）農
業・商工
自営業に
おける経
営への男
女共同参
画の促進

農業や商工自営業
における経営方針
決定等への女性の
参画を促進するた
め、各種研修会の
実施や交流・情報
交換の機会づくり
などを積極的に推
進します。

農業や商
工・自営業
経営への男
女共同参画
に関する研
修会の実施
や意識改革
のための啓
発活動

農業委員会
農政課
商工観光課

市内事業者にイベント開
催を周知しているが、参
加者数はあまり増加して
おらず、令和元年度市
民・事業所アンケートで
は、共に認知度が全体の3
割以下。
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施策の方向Ⅰ-３　男女が共に担う地域社会づくりへの支援

担当課
評価

A

生涯学習文
化課

A

B

B

目　　標
今後の
方向性

（１）地
域活動へ
の男女共
同参画の
促進

男女が共に地域活
動やボランティア
活動、ＰＴＡ活動
などに参画できる
よう、意識・環境
づくりを進めま
す。

地域活動に
おける性別
役割分担の
見直しの促
進

市民協働推
進課

事　業　の　内　容
男女共同参画の視点から
工夫・配慮した点、現状値

問題点・今後の課題

令和３～７年度（次期計画）

施　　策
施　　策　　内　　

容
事　　業 担当課

継続

（3）男女
が共に参
画する安
全な地域
社会づく
り

地域の防災・防犯
活動が固定的な性
別役割分担意識に
とらわれず、男女
双方の参画が促進
されるよう、働き
かけます。

自主防災組
織への参画

安全安心課 市ホームページや自治会長会議を通して、自
治会へ自主防災組織の情報提供を行う。
既存の自主防災組織の活動状況を確認し、必
要に応じて助言する。

家庭教育支援チームの会議に職員が同席する
ほか、各学校の家庭教育学級でチームが講師
を務める際には、学校との調整役を担った。
文化活動の振興および文化団体相互の連絡協
調。

研修に参加する際には、男性も
女性も参加しやすいよう、職員
も同行する等の配慮をした。
文化協会の会員は8割が女性で
あり、自主的かつ積極的に参加
している。

女性の団体は、年々縮小
傾向にあるので、継続し
た支援が必要である。
引き続き継続的に支援し
ていく。

女性団体が存続していけ
るような支援を目指す。

・男女共同参画パネル展（6/1～29）
　市内3カ所で固定的性別役割分担意識等に関
する解説・啓発パネルを展示し、市庁舎にお
いてシールアンケートを行った。

・男女共同参画情報紙「シェアリング」
　8月、2月に各19,000部発行し、各戸および
市内中学生に配布、イベント時に設置配布し
た。
　【第22号　これって「あたりまえ」？】男
女の固定的イメージについて紹介　
　【第23号　笑顔が増える場所づくり】NPOで
活躍する女性に取材を行い、活動を紹介

幅広い年齢層にわかりやすい
テーマを取り上げている。シェ
アリングにおける市民への取材
や、パネル展のシールを使った
アンケートにより、市民参加型
の啓発を行っている。

令和元年度市民アンケー
トにおいて、「自治会等
の地域活動の場において
男女平等となっている」
と回答した方は29.0％。
（「何らかの地域活動に
参加している」と答えた
方は、全体の38.5％であ
り、男性では60歳代以
上、女性では40歳代、60
歳代が50％以上参加して
いる。「平等となってい
る」と回答した方が多
かったのは20歳代だが、
地域活動への参加率は各
年代で最も低い。）

令和元年度市民アンケー
トにおいて、「自治会等
の地域活動の場において
男女平等となっている」
の回答率35％。

継続

（2）団体
活動の支
援と連携
の促進

男女が共に自己実
現を果たすため、
団体活動を支援す
るとともに、団体
間の更なる連携を
促進します。

女性の自主
的活動の支
援と団体間
の連携支援

・「児童を見守る活動推進事業」による自主
防犯団体の支援の実施
・自主防犯団体等による会議、合同パトロー
ルの実施
・「SNS安全教室」「防犯教室」等の防犯講話
の実施
・地域安全メール防災無線を利用した地域安
全情報の発信

自主防犯団体の役員には女性の
参加を促進していただき、会議
などで積極的な意見を募った。
また、自主防犯団体との合同パ
トロールでは、もれなく女性を
複数含めた班編成で実施した。
女性役員は全体の3割程度。

自主防犯団体の平素から
の活動は、男女、年齢、
職業等を問わず、様々な
目線でのきめ細やかなパ
トロールの実施や効果的
な施策の提案が必要であ
る。
警察や関係機関との連携
および連絡体制を強化
し、事案に対し、迅速な
対応ができる体制を確保
する必要がある。組織の
継続性向上や女性参画推
進に向け、若年層へのノ
ウハウ伝達や継承が必
要。

各自主防犯団体に女性が
積極的に参画できる環境
の整備を促進する。
団体間での意見交換や、
各団体内で男女それぞれ
の意見を反映できるよう
にする。

継続

男女のニーズに対応した防災対
策を推進すると共に、地域の防
災力の向上を図った。
役員には女性も参画するよう助
言する。一部自治会では女性が
メインで構成されている組織が
あるものの、全体の女性参加割
合は低い傾向にある。女性役員
は全体の2割弱。

男女それぞれの目線で、
災害時の対応を検討し、
工夫していく必要があ
る。
女性に積極的に参加いた
だけるよう環境整備と呼
び掛けに努める。

役員に女性が参画し、男
女それぞれの目線で協議
ができる組織にする。

継続

地域防犯活
動への参画

安全安心課
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基本目標Ⅱ　女性の活躍を支える基盤づくり

施策の方向Ⅱ-１　男女の活躍を支える子育て支援サービスの充実

担当課
評価

A'

A

A

A

A

A

A

A

必要時、相談につながる
よう、配布パンフレット
内容の充実などを検討す
る。

令和３～７年度（次期計画）

今後の
方向性

（１）子
育て支援
事業の充
実

共働きや核家族の
増加、多様な就業
形態に対応しつ
つ、次代を担う子
どもたちを健やか
に育てていくた
め、ニーズに対応
した子育て支援事
業の充実を図りま
す。

民間で組
織・運営し
ている保育
所や学童保
育に対する
支援

こども福祉
課

保育園の一時預かり事業や延長保育事業、特
別な支援が必要な児童の受け入れ、病後児保
育事業など様々な事業に補助金を交付してい
る。

事　業　の　内　容
男女共同参画の視点から
工夫・配慮した点、現状値

問題点・今後の課題 目　　標施　　策
施　　策　　内　　

容
事　　業 担当課

学童保育では、学年の制限を設けず、保護者
のニーズに応じて受け入れを行っている。

多様なニーズに対応する学童保
育を実施することで、保護者が
安心して働くことができるよう
支援した。

多様化する保護者のニー
ズに対応できる人員数を
確保する。

学童支援員の充実を図
り、学童保育を安心安全
に利用できるよう努め
る。

継続

学童保育、
０歳児保
育、障がい
児保育な
ど、多様な
ニーズに対
応した保育
事業等の促
進

こども福祉
課

保護者が様々な保育事業を利用
し、安心してこどもを預けられ
る環境となるよう、経済的な面
で保育園を支援した。

多様化する保護者のニー
ズに対応できる人員数を
確保する。

保育士等の充実を図り、
保育園を安心安全に利用
できるよう努める。

継続

低年齢児童
の受け入れ
態勢の充実

こども福祉
課

（２）子
育てに関
する情報
提供・相
談体制の
充実

市で実施している
子育て支援事業が
必要な人に適切に
利用されるよう、
情報提供や相談体
制の充実を図りま
す。

子育てに関
する情報の
発信

こども福祉
課
健康増進課

ファミ
リー・サ
ポート・セ
ンター事業
の充実

こども福祉
課

待機児童の発生しやすい０歳児については、
保育士等の確保に努め、受け入れ枠の拡大を
図った。障がい児についても、保育士の確保
を図り、受け入れ態勢の強化を図った。

多様なニーズに対応する保育事
業を実施することで、保護者が
安心して働けるよう支援した。

多様化する保護者のニー
ズに対応できる人員数を
確保する。

保育士等の充実を図り、
保育園を安心安全に利用
できるよう努める。

継続

子育てハンドブックを作
成し、窓口、支援セン
ター、児童館等での配布
を継続する。

継続

【健康増進課】
母子手帳発行時、赤ちゃん訪問等を利用して
保健事業に関する情報や相談先の案内を情報
提供した。

母子手帳発行時に父子手帳を用
いて、父親の育児参加、保健事
業への参加を促した。

県による父子手帳の配布
が令和元年度で終了する
ことが決定。

市で予算化し、令和2年
度も父子手帳を配布予
定。

【こども福祉課】
ライフステージごとの子育て相談窓口一覧を
ホームページ等に掲載するなど、子育てに関
する相談体制の周知に努めた。
子育てハンドブックの内容を更新のうえ、妊
娠届時等に配布した。

子育てハンドブックの文や挿絵
を男女共同参画に配慮して掲載
した。
男女関係なく、活用方法につい
て説明した。

子育てに関する情報とし
て、相談先や利用できる
サービス、施設等の情報
を伝えるため、子育てハ
ンドブックを周知してい
く必要がある。

子育ての援助を受けたい「依頼会員」と、援
助を行いたい「提供会員」による、子育てを
支えあう会員組織の運営と会員数の増加を
図った。
・提供会員数65名 依頼会員数253名　両方会
員4名

年1回の交流会にて、警察によ
る交通安全講習会を行い、男女
の隔てなく提供会員同士での意
見交換が行われた。

依頼会員に比べ、提供会
員数は少なく、援助の提
供を維持できるよう、
ファミリー・サポート・
センターの周知を図る必
要がある。

パンフレットやチラシを
作成・改修し、イベント
等で配布する。

継続

母親だけでなく父親も参
加しやすい内容の事業を
継続し、より子育てしや
すい環境づくりに努め
る。

継続

利用者支援
事業の実施

こども福祉
課

利用者支援事業を担当する子育て支援員が、
市内の各保育園、幼稚園、子育て支援セン
ター、児童館で実施している親子教室等へ出
向き、子育て相談を実施した。
乳幼児健診へ出向き、パンフレット配布等を
行い、子育て相談を実施した。

こども福祉課窓口だけでなく、
各施設に出向き相談を行うこと
で、より多くの方にきめ細やか
な情報提供を行うことができ
た。

継続

地域子育て
支援セン
ター、児童
館、保健福
祉センター
等における
相談体制の
充実

こども福祉
課

下記施設において相談体制の充実を図った。
地域子育て支援センター総利用者数
　つくし：6,668人、みるく：11,328件、ゆり
かご：10,718件
地域子育て支援センター相談者件数
　つくし：183件、みるく：545件、ゆりか
ご：431件
児童館利用者数
　南河内：13,137人、石橋： 4,933人
　駅西：4,915人、姿西：503人、国東：4,717
人

保育士から母親へ父親の施設利
用について、声掛けを促しても
らった。母親だけでなく父親も
参加しやすい内容の事業展開を
心がけた。

男女関係なく施設が利用
しやすいように、広報内
容や対象者への声かけの
仕方などを工夫していく
必要がある。

各施設に出向いてのパン
フレット配布や子育て相
談を継続し、子育てしや
すい環境づくりに努め
る。

継続
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担当課
評価

A

A

A

A

A

A

施　　策
施　　策　　内　　

容
事　　業 担当課 事　業　の　内　容

男女共同参画の視点から
工夫・配慮した点、現状値

問題点・今後の課題 目　　標
今後の
方向性

育児・介護休業制度について市
民に周知するとともに、制度を
利用しやすい雰囲気づくりに努
めた。

令和元年度市民アンケー
トにおいて、育児・介護
休業法について「知って
いる」と答えた方は
53.0％。

市民アンケートにおける
「知っている」の回答率
60％。

令和３～７年度（次期計画）

【健康増進課】
妊娠届出時に両親学級への参加を促した。
父親の参加人数：67人（延べ）　
母親の参加人数：117人（延べ）

両親学級では父親の役割につい
て説明し、妊婦体験等も実施し
た。

妊婦のほか、父親の参加
も伸びている。
両親が揃う機会に、更に
効果的な集団指導が必
要。

引きつづき体験を継続
し、グループワーク等を
取り入れ更に育児参加を
促していく。

継続

母子手帳発行時に父親に父子手帳を発行し、
子育てに関する事業の情報提供を行った。父
親が両親学級や乳幼児健診に参加した際に、
父子手帳に参加記録を残すよう普及啓発を
行った。
・父子手帳持参率：両親学級100％

育児参加についてアドバイスを
実施し、各種事業で父子手帳の
活用を図った。

県作成の父子手帳の配布
が終了となり、市で購入
したものを使用予定。
再度、使い方について検
討。

母子手帳交付時に父子手
帳の利用をPRしていくこ
とが必要。

継続

両親学級、
子育て支援
講座等への
父親参加の
促進

健康増進課
生涯学習文
化課

父子手帳の
配布と活用
による意識
啓発の推進

健康増進課

継続

【健康増進課】
妊娠届出時に「働きながらお母さん・お父さ
んになるあなたへ」のパンフレットを配付、
育児休業等について説明した。

妊娠届出時には、就労している
女性が多く、子の父親も同席、
または妊婦に代わって来庁する
ことも多いため、直接父親に対
して周知することができた。

【公民館】
母親の参加者が多い現状
であるので、いかにして
父親等を家庭教育講座に
参加させるかを工夫する
必要がある。

【公民館】
父親が参加しやすい講座
内容を企画する。
また、講座の開催日・時
間を考慮し、若年層が受
講しやすい講座を検討す
る。

継続

「育児・介
護休業法」
や「育児・
介護休業制
度」等の周
知

市民協働推
進課
健康増進課
商工観光課

【市民協働推進課】
ホームページのキーワード集に育児・介護休
業法の概要を掲載した。
広報紙6、10月号コラムにおいて、育児・介護
休業に関する調査や取組姿勢について紹介し
た。

【生涯学習文化課】
子育ての悩みの解消や、親子の絆を深めるこ
とを目的として、児童と保護者を対象にした
家庭教育講座を開催した。
・国分寺公民館「家族で楽習」
　回数：3回　延べ参加者数：40名
・石橋公民館「わくわく親子体験2019」
　回数：10回　延べ参加者数：172名
・南河内公民館「おなかいっぱい！元気いっ
ぱい！あったか親子」
　回数3回　延べ参加者数：43名
・南河内東公民館「親子で夢中！～夏休み体
験教室～」
　回数：2回　延べ参加者数：45名

【公民館】
各公民館で工夫を凝らし、母親
に限定することなく、父親、祖
父母の参加もあり、温かい親子
関係、家族で触れ合いのできる
楽しい講座内容とした。

チラシの配布については
継続的に実施。
下野市立地企業連絡協議
会会員外へ制度の周知を
行う。

継続

個人事業主においては、
育児休業・産後休暇等の
手続きに不慣れな事業主
もいるため、妊婦が対応
に困っているケースも
あった。

個別相談を通して、更に
情報提供を行っていく。

継続

【商工観光課】
チラシ「いい仕事いい家庭つぎつぎとちぎ宣
言」を商工観光課窓口に設置、および下野市
立地企業連絡協議会総会時に会員へ配布し
た。

チラシの配布を通して啓発を
行った。
市内に立地する様々な業種の企
業に対して周知を行うことがで
きた。

さらに効果的な啓発手法
を検討し、啓発先企業の
制度理解を深める。

（３）父
親参加の
子育てに
向けた支
援の推進

子育てにおける男
性の参加を促進す
るため、男性の意
識改革を促進する
とともに、両親共
に参加する講座を
提供し、家庭内の
子育て環境づくり
を支援します。
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施策の方向Ⅱ-２　男女の活躍を支える介護サービスの充実

担当課
評価

A

A'

A

A

A

A

A

A

令和３～７年度（次期計画）

今後の
方向性

（１）介
護・介助
者の負担
軽減のた
めの支援
の充実

自宅で介護・介助
に携わる人の負担
の軽減を図るた
め、介護・介助の
仕方を学ぶ教室を
開催するととも
に、様々なサービ
スの提供に努めま
す。

家族介護支
援事業
（ほっと介
護教室・介
護者交流会
等）の実施

高齢福祉課 ・ほっと介護教室：3回実施43名参加
　(各地域包括支援センター1回実施)
・家族交流会：3回実施45名参加
　(各地域包括支援センター１回実施)
・認知症家族介護者交流会：10回実施101名参
加
　(月1回開催、2～3月はコロナウイルス感染
拡大予防のため中止)

事　業　の　内　容
男女共同参画の視点から
工夫・配慮した点、現状値

問題点・今後の課題 目　　標施　　策
施　　策　　内　　

容
事　　業 担当課

各高齢者福祉サービスを実施（配食サービ
ス、おむつ購入券給付、高齢者外出支援事
業、老人介護手当、安否確認・緊急通報シス
テム、徘徊あんしんサービス、声かけふれあ
い収集事業）。

高齢者本人および介護する家族
等、男女にかかわらず対象にな
る事業であることを意識し、チ
ラシ配布や福祉支援者を対象に
事業説明を行うなど、偏りがな
いように周知した。

高齢者福祉推進や介護者
に対する支援等、すべて
の市民に関わることであ
ることを意識し、今後も
各事業を継続していく。

これまで同様、男女にか
かわらずすべての高齢者
およびその介護者を対象
にした観点で事業を推進
できるよう、継続してい
く。

継続

家族支援
（交流会、
学習機会の
提供等）の
実施

社会福祉課

地域包括支援センターから、な
るべく男性と女性の職員をそれ
ぞれ参加させることで、参加者
の性別に関わらず話がしやすい
環境づくりに配慮している。

地域包括支援センター職
員に女性が多く、男性職
員の参加調整を要する。
3包括合同開催すること
で、内容の充実、男女参
加に配慮できる。
女性の参加者が多いた
め、男性も参加しやすい
内容の検討が必要であ
る。

・ほっと介護教室開催1
回/年
・介護者交流会開催1回/
年
・認知症家族介護者交流
会12回/年

改善・見直し

高齢者福祉
サービス、
介護保険
サービスの
提供

高齢福祉課

在宅障がい者を対象に、身体介護、家事援
助、通院介助などのサービス給付を実施し
た。
述べ利用者数：1,282名

男女問わず在宅介護者の負担を
減らすため、適正なサービス給
付を行った。男性恐怖症の相談
者には女性、女性恐怖症の相談
者には男性がそれぞれ対応し
た。

適正なサービスが行われ
ているかどうかが見えに
くい。現状は相談支援事
業所のモニタリング記録
によるものでしか判断で
きない。

事業所へより詳細な記録
を残すようにしてもら
い、適正なサービスが行
われていることを確認す
るようにする。 継続

（２）介
護・介助
に関する
情報提
供・相談
体制の充
実

市で実施している
介護サービスや障
害支援サービスが
必要な人に適切に
利用されるよう、
情報提供や相談体
制の充実を図りま
す。

介護サービ
ス等に関す
る情報の発
信

高齢福祉課

障害福祉
サービス等
の提供

社会福祉課

・精神障害者家族会を実施した。
　回数：4回　述べ参加者数：16名（女性4
名、男性12名）
・こばと園通園児・保護者や支援者などを対
象に、研修会および保護者間の交流会を実施
した。
　「小学校就学に向けた研修会」延べ参加者
数：26名
　「発達が気になるお子さんへの関わりにつ
いて（幼児期）」延べ参加者数：89名

母親のみではなく父親の参加を
促すなど参加しやすい場づくり
に勤め、交流の場を提供し情報
交換を行うことができた。

家族会については父親が
多い状況であるが、子ど
もの研修については母親
の参加が多いため、チラ
シを作成し、さらに周知
に努めていく。

父親の参加が少ないた
め、周知に努め、参加し
やすい場づくりについて
検討していく。

継続

地域包括支援センターが
市民に知られていない。
地域包括支援センターの
認知度【第7期高齢者保健
福祉計画(2018～2020)】
・利用したことがある
（11.5％）
・知っているが利用した
ことはない（32.9％)
・聞いたことがある
（21.4％）
・全く知らない
（23.3％）

地域包括支援センターを
全く知らない人の割合の
減少

継続

障害福祉
サービス等
に関する情
報の発信

社会福祉課 サービスに関する情報発信のため、保健・福
祉ガイドブックを作成した。サービス利用の
申請があった方には、制度詳細のチラシを作
成し情報提供した。

これまで同様、高齢者お
よび介護事業所に対し、
継続実施する。

継続

地域包括支
援センター
等における
相談体制の
充実

高齢福祉課 介護をはじめ、高齢者の様々な問題に対応可
能な総合的な相談窓口として、市内3か所の地
域包括支援センター等において相談業務を実
施した。

相談内容に応じて的確な支援、
アドバイス等を行うことができ
るよう、医療や介護の専門職を
配置している。
就業者も相談しやすいよう、土
日に電話相談の対応を行ってい
る。
また、高齢福祉課基幹型地域包
括支援センターにおいても専門
職を配置し、相談支援体制の充
実を図った。

介護制度改定案内を、ホームページ掲載およ
び通知（5回）により周知した。
介護保険制度のお知らせチラシ作成した。

男女にかかわらず、高齢者であ
れば対象になる制度であること
を意識し、チラシ作成の際、性
別の偏りがないように周知し
た。

制度内容をわかりやすく
周知する必要がある。

障がい者相談支援センターにて、障がい者本
人およびその家族、地域住民等からの障がい
に関する相談に対応するための相談窓口を開
設している。
また、社会福祉課窓口にて、男女の保健師・
相談員により相談対応している。
障がい者相談支援センターにおける相談件
数：3,696件
（訪問：371件、来所：343件、同行：74件、
電話：1,486件、電子メール：39件、個別支援
会議：93件、関係機関：1,278件、その他：12
件）
障がい者相談支援センターでは土曜日も相談
窓口を開設している。

相談内容・相談者のニーズに応
じて、男女の保健師・相談員に
て対応した。
また、相談者の年齢・環境・相
談内容に配慮し、様々な相談方
法をとれるよう配慮した。

相談者の中には、相談が
必要であっても「（自分
や家族は）障がい者では
ない」と障がい者相談支
援センターへの相談を拒
否するケースもあるた
め、他機関と連携し対応
できるよう体制を整えて
いく。

対象者のニーズ・相談内
容に合わせて対応してい
けるよう、現在の体制を
継続する。
タイムリーに対応できる
よう、電話対応当番・地
区担当制にて対応してい
く。

継続

対象者に合わせたチラシを活用
し、分かりやすい情報発信に努
めた。

チラシやホームページの
内容を分かりやすいもの
にしていく。

事業を継続し、相談者が
スムーズにサービスが利
用できるよう周知・情報
提供に努めていく。

継続

障がい者相
談支援セン
ター等にお
ける相談体
制の充実

社会福祉課

7



施策の方向Ⅱ-３　困難を抱えた男女が安心して暮らせる環境の整備

担当課
評価

A

A

-

B

A

A

A

B

A

令和３～７年度（次期計画）

今後の
方向性

（１）ひ
とり親家
庭や生活
困窮者等
に対する
支援の充
実

ひとり親家庭や貧
困など、生活上の
困難に直面する男
女に対し、国や県
との連携のもと、
情報の提供や相談
を行うとともに、
就労・学習などの
機会を提供するな
ど、自立に向けた
支援を行います。

ひとり親家
庭に対する
相談体制の
充実

こども福祉
課

ひとり親家庭等への様々なサービスに関する
情報を適宜提供するほか、ケースごとの相
談・支援を継続した。
・婦人相談（離婚・養育費・ＤＶ相談など）
・母子父子寡婦福祉資金の貸付・案内など
・就学援助制度やひとり親家庭医療費助成制
度の案内など

事　業　の　内　容
男女共同参画の視点から
工夫・配慮した点、現状値

問題点・今後の課題 目　　標施　　策
施　　策　　内　　

容
事　　業 担当課

【こども福祉課】
児童扶養手当受給者に対して、就労支援事業
の周知・啓発に努めるとともに、ハローワー
ク等関係機関と連携を図りながら、効果的な
就労支援事業を施した。
・高等職業訓練促進給付金　3名
・自立支援教育訓練給付金　0名
・ＪＲ通勤定期乗車券割引制度　7名

就労や就労につながる学習機会
等を提供するなど、自立に向け
た支援に努めた。

特になし 就労や就労につながる学
習機会等を提供するな
ど、自立に向けた支援に
努める。

継続

【社会福祉課】
こども福祉課にて対応のため実績なし

社会資源の情報提供や相談業務
を通して、生活の安定と向上
や、子どもの健やかな成長を
図った。

DVホットラインを知って
いる市民の割合が令和2年
度の目標値25％に対し、
令和元年度の現状値
14.3％と下回っている。
周知方法を検討し、より
多くの市民に伝える必要
がある。

下野市女性相談（DV）
ホットラインを知ってい
る市民の割合を25％以上
にする。

継続

ひとり親家
庭に対する
就労支援の
実施

こども福祉
課
社会福祉課

生活困窮世帯等の中学生に対しNPO法人を活用
した支援により、学習する習慣および復習の
大切さの指導をすることができた。中間・期
末テスト、夏休みの課題補助の支援および高
等学校進学に向けた進学準備を実施すること
ができた。
参加延人数901人

男女を問わず、生活困窮者等の
子どもに対する学習支援に努め
ることができた。

参加登録者の学年に偏り
が見られるため、募集期
間を調整することで学年
ごとの参加人数を均一化
し、年度ごとの事業関係
者・講師等の負担の変動
や支援内容の品質にムラ
が生じることを抑える。

対象者に対する一様な事
業への参加機会および事
業情報の提供に努め、現
状の規模での事業展開の
継続を図る。

継続

生活保護受給者に対し、ハローワークと連携
して就労支援事業を行った（生活保護受給者
等就労自立促進事業：男性相談員1名対応）。
・支援対象者　延べ40人
・就職した者　延べ13人
※就労可能で未就労者　27人

きめ細かな支援ができるよう、
こども福祉課と連携した支援を
行った。
父子家庭は対象者なし。

長く就労支援を行ってい
るものの仕事に繋がらな
いケースが堆積してお
り、より個別の状況に応
じた支援を選択できる体
制を要する。

就労支援を継続している
ケースは引き続きハロー
ワーク等関係機関との連
携を密とし、新規就労関
係相談者についても随時
適切に対応する。

継続

生活困窮者
等の子ども
に対する学
習支援の実
施

社会福祉課

- - - 縮小

生活困窮者
に対する相
談体制の充
実

社会福祉課

これまで同様、男女にか
かわらずすべての高齢者
を対象にした観点を持
ち、高齢者の活躍の機会
を増やすことを意識し、
事業を推進できるよう今
後も継続していく。

継続

【商工観光課】
チラシ「求職者とシニアのための巡回相談会&
シニア応援セミナーぷらっとシニアセミ
ナー」を商工観光課の窓口に設置した。

チラシの配布を通して啓発を
図った。

さらに効果的な啓発手法
を検討し、啓発先企業の
制度理解を深める。

チラシの配布については
継続的に実施。
下野市立地企業連絡協議
会会員や、商工会会員へ
周知を行う。

強化・充実

シルバー人
材センター
や公共職業
安定所等と
連携した高
齢者の就労
機会の充実

高齢福祉課
商工観光課

【高齢福祉課】
社会参加と就業機会を促すため、シルバー人
材センターの会員加入の周知活動（広報掲
載、入会説明会開催）を実施した。
男女にかかわらずすべての高齢者の目に触れ
る場所（商業施設、銀行等、各民間事業所）
に独自のチラシを掲示・配布し、会員の加入
促進を行った。

現状では比較的男性会員の比率
が多く、女性の社会参加と就業
機会を増やすきっかけづくりの
ため次の取り組みを行った。
・「女性会員講習会（年２回開
催）」…花のアレンジメント、
デコ巻き寿司作りなど新しい
チャレンジで楽しめる内容に
し、会員だけでなく友人ととも
に参加できるようにし、講習会
をきっかけに新規会員加入に繋
げることができた。

シルバー人材センターを
通した社会参加・就業に
より、高齢者が生きがい
を持って活躍できる機会
を増やすため、効果的な
会員加入促進活動を継続
していく必要がある。

地域包括支援センター主体で、自治会・地域
ふれあいサロン等を対象にした運動・食事・
認知症予防等の講習会等を実施した。
地域ふれあいサロンにおいて、「しもつけ元
気はつらつ体操」(42サロン）、健康運動指導
士を派遣しての「筋力向上プログラム」（36
サロン・74回）、歯科衛生士講話（22サロ
ン）、管理栄養士講話（21サロン）を実施
し、介護予防に取り組んだ。

男女どちらでも、無理なく参加
できるメニューを心がけた。
地域ふれあいサロンは、令和元
年度の新規開設が18か所あっ
た。（H31:40か所→R1:57か
所）
男性が多く参加するサロンも増
えており、男性への啓発機会が
増加した。

講話依頼が無いサロンへ
は働きかけが必要であ
る。
歯科衛生士・管理栄養士
だけでなく、リハビリ職
とも連携して取り組んで
いき、また、他課と連携
した取り組みが必要であ
ある。

健診、医療、介護等の
データから地域の健康課
題を抽出し、活用して事
業を展開していく。

介護予防事
業の充実

高齢福祉課

【公民館】
高齢者が生きがいを持っ
て社会活動へ参加してい
ただけるよう、そのきっ
かけとなるプログラムを
企画する。
また、新規の受講者をよ
びこむため、新しいテー
マを模索する。 継続

継続

高齢者の社
会活動への
参加機会の
充実

生涯学習文
化課

高齢者の社会参加・地域参加を促すため、高
齢者対象の講座を開催した。
・国分寺公民館「寿大学」回数：8回　延べ参
加者数：377名
・石橋公民館「グリム大学」回数：8回　延べ
参加者数：313名
・南河内公民館「ゆうがお大学」回数：8回　
延べ参加者数：337名
・南河内東公民館「ゆうがお大学（吉田教
室）」回数：9回　延べ参加者数：164名
・「第三回年輪のつどい」参加者数：81名

【公民館】
各公民館で工夫を凝らし、毎回
異なるテーマ・内容の講座であ
り、男女の別なく興味をもて、
心身ともに健康で充実した生活
を送れるようなプログラムとし
た。
また、講義形式の講座に加え、
体験学習をする時間帯を設ける
よう工夫したため、積極的にか
かわる受講生が増えた。
なお、南河内東公民館では隣接
する保育園児と交流し、世代を
超えて接する場を設けた。

【公民館】
社会活動へつながるよう
なテーマは限られてお
り、学んだからと言って
すぐに実践できるもので
もないが、受講生同士の
交流を促進することや、
単独世帯の方の安全・安
心感を醸成することが重
要である。
なお、館外学習に関して
は時間の制約があり、企
画を考える上で次回に反
映される課題となった。

（２）高
齢者が安
心して暮
らせる環
境の整備

高齢者が家庭や地
域で安心して暮ら
せるよう、介護予
防に取り組むとと
もに、生きがいを
持って活躍できる
よう、就業機会や
社会活動への参加
機会を提供しま
す。
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担当課
評価

A'

B

A'

A

A'

A

A

A

A'

令和３～７年度（次期計画）

施　　策
施　　策　　内　　

容
事　　業 担当課 事　業　の　内　容

男女共同参画の視点から
工夫・配慮した点、現状値

問題点・今後の課題 目　　標
今後の
方向性

【社会福祉課】
障がい者の一般就労に向けた支援として、一
般就労に向けた訓練の場を提供するため就労
移行・継続・定着支援事業のサービス給付を
実施した。
・就労移行支援事業
　　述べ利用者数：69名
・就労継続支援Ａ型事業
　　述べ利用者数：425名
・就労継続支援Ｂ型事業
　　述べ利用者数：1,324名
・就労定着支援事業　
　　述べ利用者数：36名

災害発生時等、国や県より発信された安全に
関する情報や問い合わせ先を、市ホームペー
ジにおいてふりがな表記のあるやさしい日本
語で発信した。

【総合政策課】
市ホームページは、無料の翻訳サイトを使っ
た機械翻訳方法を掲載しており、多言語での
閲覧が可能。

男女共同参画週間にあわせて開催したパネル
展において、LGBT等に関する啓発パネルを展
示した。
期間：6月1日（土）～7月3日（水）
場所：庁舎1階ロビー、南河内公民館、石橋公
民館

（３）障
がいのあ
る人が安
心して暮
らせる環
境の整備

障がいのある人が
家庭や地域で安心
して暮らせるよ
う、就業の機会や
社会活動への参加
機会を提供しま
す。

障がい者の
就労機会の
確保と充実

社会福祉課
商工観光課

チラシの配布については
継続的に実施。
下野市立地企業連絡協議
会会員や、商工会会員へ
周知を行う。

継続

障がいのあ
る人の社会
活動への参
加機会の充
実

社会福祉課 地域・仲間との交流を目的に、知的障がい者
を対象とした青年サークル活動を定期的に実
施した。
・毎月第3土曜日　回数：10回
　　述べ参加者数：185名
また、聴覚障がい者への社会参加支援とし
て、手話通訳者等の派遣を行った。
・述べ派遣回数：59回

地域における障がい者同士の交
流の場の提供および社会参加の
機会を促す支援を提供すること
ができた。

男女問わず、一般就労に向けた
訓練の場の提供に努めた。

Ｂ型事業所利用への偏り
が見られる。支給決定の
前に適正な支援かどうか
再確認を行う必要があ
る。

一人でも多くの利用者が
一般就労につけるよう継
続して就労支援を実施し
ていく。

継続

チラシを通じて啓発を図った。 さらに効果的な啓発手法
を検討し、啓発先企業の
制度理解を深める。
下野市雇用奨励金におい
て、障がい者の雇用支援
を行っているため、制度
の周知を企業に対して行
う。

言語の違いにより外国人が困難
を抱えることがないよう、必要
な最新情報を、各言語で得られ
るサイトへの誘導等もあわせて
行った。

災害発生時等は情報の更
新がこまめに発生し、更
新作業が頻繁に発生す
る。

掲載する情報を整理し、
最新情報を迅速に掲載・
案内できるよう継続して
取り組む。

継続

関係機関と連携を図り、各個別
の要望に即した相談対応ができ
るよう環境整備に努めた。

障害者の差別解消のため
に、今後も取り組んでい
く必要がある。

差別解消の相談窓口の普
及と、差別事案発生時の
窓口の利用を周知すると
ともに、差別解消に向け
関係機関と連携し、適切
に対応していく。 継続

（４）外
国人が安
心して暮
らせる環
境の整備

市内で生活する外
国人に対し、文
化・言語・価値観
の違いにより困難
を抱えることがな
いよう、情報提供
体制や相談体制を
充実します。

多言語によ
る情報提供
の充実

市民協働推
進課

障がい者の地域・社会交
流のために引き続き実施
する必要がある。

青年サークル活動への参
加者を増やせるよう周知
に力を入れる。

継続

障害者差別
解消支援地
域協議会の
設置による
相談体制の
整備

社会福祉課 障がい者相談支援センターと社会福祉課それ
ぞれに、障がい者の差別解消に関する相談窓
口を設けた。
また、下野市障がい者差別解消支援地域協議
会を開催し、差別事案や差別解消に向けた取
組みについて協議した。相談実績はないもの
の、相互連携の重要性について確認した。

国際交流協会において、毎週水曜日、土曜
日、日曜日にグリーンタウンコミュニティセ
ンターと石橋公民館で実施している。ボラン
ティア講師が市内および近隣市町に住む外国
人に日本語を教えている。開催回数：231回、
延べ受講者数：1,841名

男女のボランティア講師がお
り、受講生についても男女の区
別によって受講に支障が出ない
よう配慮している。開催回数と
受講者数は増加している。

延べ受講者数が年々増加
している一方で、ボラン
ティア講師が減員してい
る状況。引き続き、男女
の区別によって受講に支
障が出ないよう、配慮が
必要。

男女を問わず、ボラン
ティア講師の募集を行っ
ていく。

継続

国際交流協会の翻訳機の貸出が可能な旨各課
周知し、市民課、総務人事課、こども福祉課
にて活用した。また、国際交流員およびその
言語で会話可能な職員が通訳している。要望
があれば県の国際交流協会の相談窓口等を案
内した。

外国人の相談に適切に対応でき
るよう、国際交流員を通じて、
また通訳機を活用するなどして
丁寧に案内するよう努めてい
る。翻訳機は持ち出しが可能な
ため、幅広く活用できた。

引き続き、国際交流員を
通じて、また通訳機を活
用しながら対応してい
く。スムーズに県の相談
窓口を案内できるよう、
周知が必要。

通訳機の貸出し、および
県の相談窓口について、
随時周知を行う。

継続

日本語教室
の実施

市民協働推
進課

外国人向け
の相談体制
の整備

市民協働推
進課

継続

住民票記載事項証明については、本人の希望
により性別の記載を省略して発行する。
また今年度より印鑑証明書の性別記載欄が旧
氏欄に変更となった。

証明書においても性別意識が薄
くなりつつあるが、今年度対象
となる相談実績なし。

本人から相談し辛い内容
である為、対応に漏れの
ないよう普段から意識す
る。

職員側も該当者から相談
しやすいような雰囲気を
心がける。

来客数の多い市民課窓口前のパ
ネルには、シールによるアン
ケートやコメントノートを設置
することで、市民が意見交換に
参加できる形式とした。

令和元年度市民アンケー
トで、ジェンダー（社会
的性別）の内容について
「知っている」と答えた
方は40.5％。
令和4年より世界保健機関
（WHO）の国際疾病分類
（ICD-11）において、性
同一性障害は精神障害の
分類から「性の健康に関
連する状態」という分類
の中の「性別不合」に変
更となる。

用語・訳語の表現につい
て国内の動向を調査し、
随時更新するとともに、
最新情報の周知・啓発に
努める。

継続

（５）性
同一性障
がい者等
が安心し
て暮らせ
る環境の
整備

性同一性障がい者
等が地域で安心し
て暮らしていける
よう、様々な機会
を通じて啓発に努
めるとともに、あ
らゆる場において
配慮した対応を行
います。

性同一性障
がい者等に
関する啓
発、情報・
学習機会の
提供

市民協働推
進課

窓口業務等
における性
同一性障が
い者等に配
慮した対応
の実施

市民課

【商工観光課】
チラシ「障がい者向け職業訓練のご案内」を
商工観光課窓口に設置した。
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施策の方向Ⅱ-４　性別や年代に応じた心身の健康づくりへの支援

担当課
評価

-

A

A

A

A

A

当事業は廃止とし、9か月
健診時に保護者への生活
習慣指導を行う際に、乳
がん・子宮頸がん検診受
診勧奨等、女性特有の病
気の予防を普及啓発をす
る必要がある。

事業廃止とし、既存の事業に出
向く等、講座形式ではない方法
で介入方法を変更することとし
た。

令和３～７年度（次期計画）

今後の
方向性

（１）生
涯にわた
る女性の
健康管
理・母子
保健医療
等の充実

母性の保護や生涯
にわたる女性の健
康・健全な生活の
確保のため、女性
特有の症状や病
気、性に関する病
気等に対応した知
識の普及や健康診
査、母子保健医療
等の充実を図りま
す。

骨粗しょう
症や更年期
障害、子宮
がんや乳が
んなど、女
性に特有の
症状・病
気、性に関
する病気等
の正しい知
識の普及

健康増進課 女性が自分自身の健康づくりに取り組む「ヘ
ルシーライフスタイル講座」について、広報
や特定健診受診者に案内チラシ配布をする
等、個別通知の周知を工夫してきたが、参加
者数は増加しなかった。しかし、女性への健
康支援は必要であり、継続的な情報提供は不
可欠である。
そのため、ターゲットは働く世代であり、教
室に出向く時間はなかなか取れない現状があ
るので、既存の事業に出向く等、講座形式で
はない方法で介入方法を変更することとし
た。

事　業　の　内　容
男女共同参画の視点から
工夫・配慮した点、現状値

問題点・今後の課題 目　　標施　　策
施　　策　　内　　

容
事　　業 担当課

引き続き、検診日に女性
限定日や託児の設定を
し、乳がん・子宮頸がん
検診の受診率向上に努め
る。

継続

女性に特有
の症状・病
気、性に関
する病気等
の健康相
談・助成体
制等の充実

健康増進課 妊娠サポート事業として特定不妊治療（男性
不妊治療を含む）・人工授精・不育症治療に
ついて助成している。相談先として県不妊専
門相談センターを紹介している。
特定不妊治療91件（男性含む）、人工授精30
件、不育症治療1件

男性側に不妊の原因があった場
合、男性不妊治療の医療費につ
いての上乗せ助成を行ってい
る。

9か月健診時に保護者へ
の生活習慣指導の実施

廃止

女性に特有
の症状・病
気、性に関
する病気等
の健康診査
の充実

健康増進課 乳がん検診受診率40.4％
子宮頸がん検診受診率15.9％
41回のうち女性限定日は10日、託児は16回設
定した。

託児ボランティア団体が
現在１団体のみであり、
託児の強化をするため、
託児を担う人材を今後探
す必要がある。

早期から活用できるよう病院と
密に連携した。

妊婦が早期に妊娠を自覚
し早期から適切に妊婦健
診を受診できるよう周知
していく必要がある。

保健師又は助産師による
面接率100％

継続

リプロダク
ティブ・ヘ
ルス／ライ
ツの普及・
啓発

健康増進課

治療を必要とする人が本
事業を把握し適切に助成
が受けられるよう、医療
機関と連携して周知する
必要がある。

不妊治療助成件数：119
件

継続

妊産婦に対
する健康診
査や健康教
育・指導な
ど、母子保
健対策・助
成等の支援
体制の充実

健康増進課 母子手帳発行時に妊婦健康診査受診券を併せ
て発行し、妊婦健診の必要性 について説明し
た。

各種検診の実施と女性限定日や
託児の設定により、女性が受診
しやすい環境づくりに努めた。

思春期講座を小学校11校（584名）、中学校4
校（519名）、特別支援学校高等部1校（42
名）で実施。講話や体験学習を通して命の大
切さ、自分や他者を大切にすること、自己決
定力を高めることの大切さを学ぶ機会とし
た。

男女合同で行うことで、互いの
性を理解し、互いを尊重できる
ようにしている。

互いの性差を理解し、尊
重しあえるよう今後も事
業継続をしていく必要が
ある。

事業の継続実施。

継続

思春期講座を小学校11校（584名）、中学校4
校（519名）、特別支援学校高等部1校（42
名）で実施。男女合同で行い、小学生には命
の大切さ、自分や他者を大切にすること、中
学生には自己決定の大切さ、性感染症につい
ての知識を普及し、性と生殖に関する健康に
ついて学んでいる。
また妊産婦を対象に、安全な妊娠出産ができ
るよう、妊産婦健診、産後健診受診券の発行
や、妊娠出産子育て期の切れ目ない支援を
行っている。

望まぬ妊娠による身体的・精神
的リスクを回避するため、互い
の性を知り、正しい知識を持っ
たうえで、自らの行動を決める
ことができるような構成で実施
している。

望まぬ妊娠・予定外の妊
娠を減少させることがで
きるよう、思春期世代の
子供たちに継続的に教育
の場を提供することが必
要である。

事業の継続実施。

継続

男女の性差
を理解する
ための学
習・啓発活
動の充実

健康増進課
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担当課
評価

A

A

A

A

A'

令和３～７年度（次期計画）

施　　策
施　　策　　内　　

容
事　　業 担当課 事　業　の　内　容

男女共同参画の視点から
工夫・配慮した点、現状値

問題点・今後の課題 目　　標
今後の
方向性

ヤング健診
の実施

健康増進課

特定健康診査受診率
62％
（下野市特定健康診査等
実施計画における令和5
年の目標値60％を参考に
設定）

継続

【健康増進課】
特定健診を受診し、保健指導レベルが動機付
け支援、または積極的支援と判定された方
に、生活習慣を改善するための特定保健指導
を実施した。
動機付け支援：102人（男性60人、女性42人）
積極的支援：7人（男性2人、女性5人）

参加しやすいように、グループ
指導ではなく個別指導に変更し
て実施した。継続して生活習慣
改善が出来るよう、他職種と連
携し、フォローアップ教室を開
催した。

集団健診受診者の特定保
健指導実施率と比較し
て、個別医療機関受診者
の特定保健指導実施率が
低い。

継続

（３）保
健指導の
充実およ
びスポー
ツの推進

疾病予防に留まら
ない保健指導を充
実させるととも
に、市民総スポー
ツ“ひとり１ス
ポーツ”の推進に
よる健康づくりを
推進します。

ライフス
テージに合
わせた保健
指導の実施

健康増進課 各種健康教室や検診後の保健指導、健康相談
で、参加者のライフステージやライフスタイ
ルに合った健康づくりを提案した。

集団検診で20～39歳の市民を対象としたヤン
グ健診を実施した。
回数：40回　受診者：777人
ヤング健診の受診率を上げるため、受診勧奨
チラシを作成し、健診受診券送付時に併せ、
対象者に送付した。

女性限定日や託児付き検診日、
土日の検診日を設け、受診しや
すい環境づくりに努めた。

30年度に比べて若干受診
者は増加したが、さらに
受診率を上げるための効
果的な方法を検討してい
く必要がある。

若いうちから自分自身の
健康に関心を持ち、健診
受診につながるような受
診勧奨方法を検討し、受
診率の向上に努める。

継続

【市民課】
国民健康保険の加入者へ受診券を発送してい
る。市が行う集団検診か、かかりつけ医での
個別検診を選択して受診できるように、小山
地区医師会等と契約し、市民の健康増進の一
助となれるように努めている。

就業している方でも参加できる
よう、土日の検診日を設けてい
る。
また、託児を実施し、女性が受
診しやすいよう配慮している。
40歳代から50歳代の健診受診率
が低いため、受診勧奨通知に年
代別のメッセージを載せて通知
した。

40歳代から50歳代の健診
受診率、および全体の受
診率の向上が必要。

特定健診受診時から特定
保健指導の必要性を周知
し、必要となった場合に
は保健指導を受けられる
よう、受けやすい環境を
整え、特定保健指導実施
率の向上に努める。

活動のきっかけとなる各種スポーツ教室、練
習会、大会を開催し、スポーツに親しむ機会
を提供した。
・小学校・育成会への出前教室の実施（10
回）　
　
・シニアスポーツ塾の実施（11回）
・2019年度夏期巡回ラジオ体操・みんなの体
操会の開催（8月2日　約2,500名参加）

子どもから高齢者まで男女問わ
ず、多くの市民が参加できるよ
う配慮するとともに、幅広い層
からの参加を促進するため、広
報紙、ホームページだけでな
く、スポーツ関係団体への案
内、市内公共施設へのチラシ設
置を行うほか、協力いただける
民間施設への案内掲示を行っ
た。

余暇時間の増大や健康志
向等により市民のスポー
ツに対するニーズは多様
化しており、子どもから
高齢者、障がい者まで、
多くの市民がスポーツに
親しみ活動できる場の提
供が求められている。

活動のきっかけとなる各
種スポーツ教室、練習
会、大会を開催し、ス
ポーツに親しむ機会を提
供する。

継続

（２）健
康診査の
充実

男女に関わらず、
生涯を通じて健康
を保持できるよ
う、健康診査の充
実を図ります。

特定健診・
特定保健指
導の実施

健康増進課
市民課

年齢・性別に応じたライフス
テージやライフスタイルを考え
て、その人に合った生活習慣病
予防法を伝えた。

参加者自身が自らの目標
を持ち、行動変容につな
げられる支援ができるよ
う、支援者側のスキル
アップも必要である。

研修等へ参加し、参加者
の行動変容につなげられ
るよう努める。

継続

生涯スポー
ツの推進

スポーツ振
興課
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基本目標Ⅲ　男女共同参画の実現に向けた意識づくり

施策の方向Ⅲ-１　男女共同参画に関する教育・啓発や意識・機運づくり

担当課
評価

A'

A

A

A

A

A

A

令和３～７年度（次期計画）

今後の
方向性

（１）男
女平等を
推進する
学校教育
の推進

男女がそれぞれの
個性を活かしなが
ら、能力をのば
し、相互に理解し
あえる人間の育成
をめざす教育を推
進するため、各教
科や特別活動等を
とおして、男女が
互いに協力し尊重
し合う態度を養う
とともに、適切な
指導が可能となる
よう教職員に対す
る啓発を進めま
す。

男女共同参
画の視点に
立った教
科・教育内
容の充実

学校教育課 南河内第二中学校で、市人権教育全体研修会
を実施した。
参加：市内小・中学校教職員16名

事　業　の　内　容
男女共同参画の視点から
工夫・配慮した点、現状値

問題点・今後の課題 目　　標施　　策
施　　策　　内　　

容
事　　業 担当課

各種主任や学級担任の配置だけでなく、三役
（校長・教頭・教務主任）の男女比を意識し
た配置を行う。

男女関係なく、それぞれの特性
を生かせる校務分掌への配置が
できている。三役の女性が占め
る割合も約48％となっている。

働き方改革の推進が求め
られる中、男女それぞれ
の目線での業務改善の方
策を見出していくこと。

教員が勤務する学校内で
の自己有用感を高める。
積極的な異動（任期満了
での希望は除く）を希望
する者が5％以下
※異動調書より算出 継続

市内小・中学校のキャリア教育担当者による
キャリア教育研修会を実施した。
参加：市内小・中学校教職員17名
各学校において地域の方や様々な業種の方と
ふれ合うキャリア教育を実践した。

職業指導だけでなく、自分や友
達の特性や良さに気付き、自己
肯定感を高めていくことが大切
であることを確認した。
男女問わず、地域社会の多くの
職業人と関わる機会を設けた。

教育課程の中で行ってい
るキャリア教育への意識
を高めるとともに、男女
の性差の影響についても
一層意識して指導してい
くことが大切である。

全国学力・学習状況調査
（小6・中3）の質問紙調
査における設問「自分に
は、よいところがあると
思いますか」で、肯定的
回答が小6で85％以上、
中2で75％以上。

継続

学校におけ
る教職員の
男女平等の
推進

学校教育課

研究協議では、男女混合の班を
編制し、人権問題についての意
見交換や情報交換の場を設け
た。

教職員一人一人が男女共
同参画に関わる人権問題
について理解を深め、意
識を高められるよう､研修
内容を工夫していく必要
がある。

研修会を通して、男女共
同参画への意識向上につ
ながる「様々な人権問
題」への理解を深めるこ
とができた教員の割合：
100％
※研修の振り返りより算
出

継続

性別にとら
われない
キャリア教
育の実施

学校教育課

発行時期にあうテーマを
最新のものから選び、生
活に関連する分かりやす
い話題を取り上げる。

継続

男女共同参
画週間を活
用した啓発
活動の実施

市民協働推
進課

広報しもつけ（6月号）で、男女共同参画週間
特集記事を掲載した。
男女共同参画週間にあわせてパネル展示を実
施した。
期間：6月1日（土）～7月3日（水）
場所：庁舎1階ロビー、南河内公民館、石橋公
民館

広報しもつけで、男女共同参画
週間特集記事を掲載した。ま
た、パネル展の開催については
メール配信、ホームページ、
Twitterを活用し、広く周知・
啓発を行った。
庁舎では固定的性別役割分担意
識に関するシールアンケートを
実施し、パネルを観覧した方が
自由に書き込める感想ノートを
設置した。

継続

広報、ホー
ムページ、
パンフレッ
ト等による
啓発

市民協働推
進課

広報しもつけにおいて、男女共同参画コー
ナーで年6回コラムを掲載し、継続的啓発に努
めた。
年2回、男女共同参画情報紙を発行した。（各
19,000部）
・8月発行第22号 これって「あたりまえ」？
・2月発行第23号 笑顔が増える場所づくり

広報しもつけにおいて、時事を
取り入れたコラムを隔月で掲載
し、男女共同参画の啓発を実施
した。また、市民より公募した
男女共同参画情報紙編集委員と
ともに、情報紙発行により広い
年齢層に向け多角的な視点から
の男女共同参画の啓発に取り組
んだ。

今年度より広報しもつけ
のコラムスペースを調整
し、2ヶ月に1回の掲載と
なっている。

男女共同参画のつどい、男女共同参画推進セ
ミナーを開催した。男女が共にあらゆる分野
において活躍できる基盤づくりを目的とし
て、家庭への参画意識醸成を図った。
・7/27(土)　男女共同参画のつどいinしもつ
け
　イントロダクション（男女共同参画とは）
　映画上映「この世界の片隅に」
　参加者：157名
・11/1(金)　男女共同参画推進セミナー
　「たった5分でできる家事シェアテクニッ
ク」
　講師：三木 智有氏
　参加者：56名

男女が固定的性別役割分担意識
にとらわれず協力することにつ
いて取り上げた。また、セミ
ナーでは男性の視点から、家庭
で家事をシェアするという考え
方や夫婦のコミュニケーション
についてを取り上げた。つどい
では、SNS等で若年層にも話題
となった映画を選定したが、40
代以下の若年層参加率は18.3％
となった。平日開催のイベント
は託児を行い、小さい子どもを
持つ主婦層が参加しやすいよう
配慮したが、託児利用者はいな
かった。

つどいの若年層参加率が
目標に達していない。話
題作や最新作については
権利上上映できないもの
も多く、テーマも多岐に
渡るため作品選定が難し
い。
セミナーの講演テーマ選
定についても、バリエー
ションを増やし年ごとに
違うテーマを取り上げる
ことも必要。

来場者アンケートや男女
共同参画推進委員へのア
ンケートをもとに作品や
講演テーマを選びつつ、
男女共同参画プランに
沿った啓発活動を各ジャ
ンルバランスよく行う。
若年層参加目標30％。

男女共同参
画に関する
フォーラ
ム・シンポ
ジウム等の
開催

市民協働推
進課

職場における男女共同参画や
ワーク・ライフ・バランス推進
の調査のため、新たに事業者お
よび従業員に対し調査を実施し
た。各調査結果については市
ホームページで公表。

調査によって明らかに
なった現状値や問題点等
は、庁内各課で共有し各
種事業の改善に努める必
要がある。

男女共同参画推進本部会
および幹事会において、
調査結果分析をもとに次
期男女プラン改訂に向け
た目標設定を行う。

継続

パネル展で取り扱う情報
は随時更新し、新しい
データをもとに啓発を行
うことが望ましい。

パネルに掲載する調査結
果や相談窓口などの情報
は随時更新し、より多く
の方の目に触れるよう広
報を行なっていく。

継続

市民の意識
調査の定期
的な実施

市民協働推
進課

・市民アンケートの実施
　対象者：住民2,000人（18歳以上の男女）
・事業者アンケートの実施
　対象事業者：市内335社（代表者本人または
代表部署による回答）
・事業所訪問調査の実施
　市内事業所3社の女性従業員に聞き取り（計
13人）

（２）男
女共同参
画に関す
る情報提
供、啓発
活動の推
進

男女共同参画の正
しい理解を促すた
め、様々な機会を
活用した情報提供
や啓発イベント、
講座などの意識啓
発の機会を設ける
とともに、市民と
の協働による啓発
事業などの取組を
展開します。
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担当課
評価

A

A'

A

A

A

A

A

A

施　　策
施　　策　　内　　

容
事　　業 担当課 事　業　の　内　容

男女共同参画の視点から
工夫・配慮した点、現状値

問題点・今後の課題 目　　標
今後の
方向性

継続

【生涯学習文化課】
（1）人権教育講演会の開催
日時：11月30日（土）　参加者：225名
内容：「明日、笑顔になあれ～夜回り先生か
らのメッセージ」
講師：花園大学客員教授　水谷　修氏
（2）市民人権講座の開催（全3回）
①日時：12月3日（火）　参加者：31名
内容：「犯罪被害者の人権についてあなたに
知ってほしいこと」
講師：公益社団法人被害者支援センターとち
ぎ　事務局長　和氣　みち子氏
②日時：12月10日（火）　参加者：38名
内容：「部活動と人権問題～生徒と教師がと
もに幸せになるために～」
講師：早稲田大学スポーツ科学学術院　中澤　
篤史氏
③日時：12月17日（火）　参加者：27名
内容：「考えてみよう、在日外国人の人権」
講師：下都賀教育事務所　山口健一社会教育
主事/マンディブ・チェットリ（ネパール出
身）

毎年、広く市民に対して人権意
識を啓発するため、昨今の社会
課題となっている様々な人権問
題に焦点をあて、講演会・講座
を実施している。今年度につい
ては、特段、男女共同参画に重
点を置いたテーマとはならな
かった。

令和３～７年度（次期計画）

（３）人
権と性の
尊重意識
の醸成

市民が人権や性に
対する正しい理解
と意識を持てるよ
う、小中学生に対
する性に関する正
しい教育を実施す
るとともに、広く
一般市民に対する
人権意識を啓発す
る事業を展開しま
す。

人権や性の
尊重に関す
る学習機会
の充実

学校教育課
生涯学習文
化課

【学校教育課】
保健の授業や学級活動等で、養護教諭とチー
ムティーチングを行い授業を実施したり、
「えがおのたまご」による保護者参加型出前
事業を市内全小学校で実施するなど、性に関
する授業を計画的に展開している。

性別や発達段階を配慮した指導
を心掛けている。

母子家庭、父子家庭の児
童に対して、フォローを
十分考えた指導を心掛け
る必要がある。

教育計画に従い、適切に
指導をおこなう。

継続

【健康増進課】
思春期講座を小学校11校（584名）、中学校4
校（519名）、特別支援学校高等部1校（42
名）で実施。講話や体験学習を通して命の大
切さ、自分や他者を大切にすること、自己決
定力を高めることの大切さを学ぶ機会とし
た。

発達段階に
応じた性教
育の充実

学校教育課
健康増進課

男女共同参画は重要な人
権問題のひとつではある
が、人権問題は非常に幅
が広く、課で実施する講
演会・講座の内容が必ず
しも男女共同参画に関す
るものとはなり得ず、逆
に、学習のテーマを男女
共同参画に重点を絞って
しまうと、他の人権問題
の学習機会を減少させる
ことにもなりかねないの
が現状である。

今後も、社会課題に応じ
た人権問題を積極的に
テーマとして取り上げて
いき、その中で男女共同
参画の視点からも取り上
げられるものがあれば、
講座・講演会のテーマと
していく。

継続

【学校教育課】
南河内第二中学校で、市人権教育全体研修会
を実施した。
参加：市内小・中学校教職員16名

下都賀教育事務所の指導主事を
講師に迎え、様々な人権問題に
対する理解を深める中で、男女
共同参画への意識を高められる
ようにした。

本研修会の内容を市内
小・中学校へ確実に周知
できるよう、担当者のス
キルアップを図っていく
必要がある。

校内での伝達研修を計画
している教員の割合：
100％
※研修の振り返りより算
出

下野市人権擁護委員会との連携により、12月
に市人権擁護委員が市内小中学校を訪問し、
いじめ等をテーマにした人権講話を実施し、
子どもの人権相談ダイヤルを掲載した啓発物
資を配布した。また、たいらや自治医大店に
おいて街頭啓発を実施した。

人権問題について児童・生徒へ
周知を図るうえで、より興味を
抱くような身近な内容を取り入
れた講話を実施した。また街頭
啓発では、スーパーマーケット
で実施したことから、幅広い年
代を対象とした啓発活動へとつ
ながった。

人権全般における啓発活
動を行っているため、男
女共同参画に特化した啓
発ではない。人権問題の
ひとつとして取り上げて
いる。

今後も下野市人権擁護委
員会と連携した啓発を
行っていくとともに、効
果的な啓発方法について
検討していく。市民が身
近で情報が得られるよ
う、市内のイベントや発
行物について参加したり
手に取れるよう広報を積
極的に行う。

継続

（４）あ
らゆるメ
ディアに
おける女
性の人権
を尊重し
た表現等
の定着化
の促進

映像や書物、イン
ターネット等メ
ディア上の表現に
ついて、身近な社
会生活の上からも
厳しい目で判断・
選択し、人権を尊
重した表現等の定
着化を促進するた
め、学習機会や啓
発活動を推進しま
す。

メディア・
リテラシー
向上のため
の学習機会
の提供や啓
発活動の推
進

学校教育課
市民協働推
進課

発達段階により学ぶテーマが異
なるため、テーマに合わせて事
前学習を促した。講座内でも学
習を促すために対象年齢に応じ
て使用する媒体（パワーポイン
トでの講話、新生児モデルを利
用した実技等）を変えている。

発達段階に応じた性に対
する正しい知識・理解が
得られるよう、内容を精
査しながら事業を継続し
ていく必要がある。

小学生：生まれてきてよ
かったと思う児童の割合
97％
中学生：自分のことが好
きまたはまあまあ好きと
思う生徒の割合58％

継続

人権週間を
活用した啓
発活動の実
施

市民協働推
進課

継続

公的刊行物
や庁内文書
に関する不
適切な表現
の積極的是
正と、遵守
すべき基準
の周知

総合政策課
全課

【総合政策課】
広報紙等の公的刊行物やホームページ等にお
いては、「男女共同参画の視点からの広報ガ
イドライン」等を活用し、適切な表現やイラ
ストを用いて掲載する。

男女両方を対象者とした表現を
使うように心がけ、広報紙や
ホームページ等を作成するよう
配慮している。

現在配慮して作成されて
いる広報紙やホームペー
ジを維持していく必要が
ある。そのためには職員
への啓発を継続していく
必要がある。

啓発リーフレットの更な
る活用と情報モラルの授
業の充実を図る。研修の
振り返りにおいて肯定的
な割合が90％以上。

継続

【市民協働推進課】
広報4月号コラムにおいて、「AV出演強要・Ｊ
Ｋビジネス等 被害防止月間 」の周知を行
い、ＳＮＳ利用等の注意喚起を行った。県が
作成した啓発カードを公共施設内トイレや成
人式等のイベント会場に設置した。
男女共同参画の視点からの公的広報の手引き
について、男女共同参画推進本部会議への啓
発をはじめ、全庁組織である広報委員会委員
への周知を図った。

内閣府の手引きを基にして作成
した下野市版「男女共同参画の
視点からの広報ガイドライン」
を会議等で配付し、啓発を行っ
た。

若年層がインターネット
上で犯罪に巻き込まれる
ことがないよう啓発を続
けていくとともに、情報
を発信する側として、配
慮のない表現を行わない
よう注意喚起を続ける必
要がある。

庁内では引き続き公的広
報への手引きの活用を呼
びかけ、必要に応じて見
直しを行う。啓発物に関
してはより広く情報提供
できるよう、市内商業施
設にも設置を呼びかけ
る。

【学校教育課】
発達段階を考慮したメディア活用の学習や情
報モラル教育を全校で実施している。情報モ
ラルの啓発リーフレットを配付したり、情報
モラルの研究授業を行ったりした。

学年や性別に配慮した指導を心
がけた。特に犯罪に巻き込まれ
ないための指導に力を入れた。

各学校で行われている有
効な取り組みを共有する
こと。

現在行われている配慮を
衰退させることなく継続
させる。

継続
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担当課
評価

A

A

A

A

A'

令和３～７年度（次期計画）

施　　策
施　　策　　内　　

容
事　　業 担当課 事　業　の　内　容

男女共同参画の視点から
工夫・配慮した点、現状値

問題点・今後の課題 目　　標
今後の
方向性

【健康増進課】
食生活改善推進員の指導のもと、男性を対象
に家でも手軽に作れるメニューやバランスの
良いメニューの料理教室をゆうゆう館で開催
した。（12回）

男性参加者それぞれの持ち味に
合わせて、より自立につながる
よう教室運営を行った。

生活自立のための調理技
術の習得は高まった。し
かし、減塩など健康づく
りに配慮したメニューに
沿っての実習では、これ
までの食習慣を容易には
変えられない参加者も多
かった。

減塩など健康づくりに配
慮した調理ができるよう
教室内容を工夫してい
く。

継続

【生涯学習文化課】
男性の生活習慣自立等のための講座を実施し
た。
・国分寺公民館「男のエクササイズ」回数6回　
延べ参加者数：101名
・南河内公民館「男の地域デビュー講座」回
数：2回　延べ参加者数：10名

（５）男
女の自立
を支える
教育・学
習機会の
充実

家庭や地域におけ
る固定的な性別役
割分担意識を見直
すとともに、男女
が共に協力し、自
立できる社会づく
りをめざし、各種
教育・学習機会の
充実を図ります。

男性の生活
習慣自立等
のための講
座等の実施

健康増進課
生涯学習文
化課

【生涯学習文化課】
女性の学習・就業のための講座等を実施し
た。
・国分寺公民館「子育てハッピーレッスン」
回数：5回　延べ参加者数：29名
・石橋公民館「ママナビ・サロン」回数：3回　
延べ参加者数：59名

【公民館】
子育ての合間にできる、自分ケ
アを学ぶことで、自分を見つめ
直すことにつながった。
特に石橋公民館は受講者数の関
係で市内幼稚園と提携しての開
催となった。多くの保護者の参
加を得ることができ、また現場
の保護者等の声も聞け、有意義
な講座となった。

【公民館】
子育て中の母親の受講生
の減少や、託児ボラン
ティアの活動が厳しい状
況である。

【公民館】
他の公民館と連携して講
座を企画し、効率よく受
講生を受け入れたい。

継続

生涯学習・
啓発のため
の冊子・パ
ンフレット
の発行

生涯学習文
化課

【公民館】
男同士で運動や料理を行うこと
で、受講者の一体感ができた。
さらに、自分たちで作った料理
を会食しながら講座を振り返
り、意見交換をすることで、仲
間づくりの後押しができた。

【公民館】
男性のみを対象とした講
座は、参加者が集まりづ
らいので、興味を持って
いただくテーマを十分に
検討する必要がある。

【公民館】
男性の生活習慣自立等の
ため、講座の受講者を増
やす。

継続

女性の学
習・就業の
ための講座
等の実施

生涯学習文
化課

令和2年度からの新学習指導要領の実施に伴
い、小学校の家庭科年間指導計画（案）を作
成した。

作成にあたり、他教科との関連
や小中一貫教育との関連につい
て記載する欄を設け、系統性等
を踏まえた指導の充実を図っ
た。

各学校で年間指導計画を
見直し、自校化を図って
いけるよう周知が必要。

「とちぎっ子学習状況調
査」質問紙調査「自分は
家族の大切な一員だと思
う」の肯定的回答の割合
（中2）：93％以上
※H31：88.9％

継続

男女が家庭
生活を営む
ために必要
な知識・技
能等を習得
する家庭科
教育の推進

学校教育課

生涯学習文化課、公民館、図書館、生涯学習
情報センター、市役所各課の学習情報を掲載
した「生涯学習情報誌エール」を発行し、市
内全戸配布した。

性別に関わらず参加しやすい内
容の講座を企画したほか、男性
の地域参画や女性向けの家庭教
育講座等、あえて対象を限定し
男女それぞれの課題に応じた講
座を企画した。

エールの情報は市HPにも
掲載しているが、周知方
法に工夫も必要である。

今後も年1回の発行を目
指す。

継続
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施策の方向Ⅲ-２　男女間のあらゆる暴力の根絶

担当課
評価

A

A

A

-

A

A

-

A'

A

A

B

令和３～７年度（次期計画）

今後の
方向性

（１）Ｄ
Ｖ防止対
策と被害
者への支
援

「下野市配偶者等
からの暴力対策基
本計画」に基づ
き、ＤＶに関する
一層の広報・啓発
を図るとともに、
関係機関との連携
のもと、被害者の
立場に立ったきめ
細やかで切れ目の
ない支援を行いま
す。

家庭、地
域、職場、
学校におけ
る啓発の充
実

市民協働推
進課
全課

・11月の「女性に対する暴力をなくす運動」
にあわせ、ＤＶの相談機関やＤＶ防止のため
のポスターを掲示するほか、窓口や市内公共
施設や商業施設で啓発物を配布。
・6月の男女共同参画パネル展において、ＤＶ
に関するパネル展示を行った。
・人権擁護委員と連携し、たいらや自治医大
店で啓発品の配布を行い、広報紙11月号およ
びポスターで「女性の人権ホットライン強化
週間」の周知を行った。
・婦人相談、女性相談、母子家庭等の相談体
制を広報とホームページ、子育てハンドブッ
ク等に掲載した。
国や県から配布された パンフレットやリーフ
レットについて、市内全小中学校に周知し、
資料の活用を図った。

事　業　の　内　容
男女共同参画の視点から
工夫・配慮した点、現状値

問題点・今後の課題 目　　標施　　策
施　　策　　内　　

容
事　　業 担当課

相談窓口で関連パンフレットを配布した。
婦人相談・女性相談・母子家庭等の相談体制
を広報とホームページ、子育てハンドブック
に掲載した。
家庭相談員、母子自立支援員兼婦人相談員、
保健師を配置し、相談体制を確保するととも
に、専用電話による相談（女性相談ＤＶホッ
トライン）を受け付け、ＤＶ被害者が相談し
やすい体制とした。
相談業務（平日9：00～17：00）
ＤＶ相談受付件数：  23件（うち専用電話相
談: 5件）
母子自立支援員兼婦人相談員を2名体制で対応
した。

相談員には女性を配置し、不在
の場合でも保健師等、女性職員
が対応し、相談しやすい環境づ
くりに配慮した。
来庁相談の際は、プライバシー
保護や安心・安全に相談ができ
るよう、個室で実施した。

現在は女性の母子自立支
援員兼婦人相談員や保健
師が対応できているが、
相談内容が複雑化し、警
察との連携も増加してい
る。安全に対応していく
ために、女性職員以外の
対応やサポートも重要で
ある。

安心・安全に相談対応が
できるよう、相談員の配
置やプライバシーが守ら
れるスペースの確保など
を維持する。

継続

被害者の保
護体制の充
実

こども福祉
課
安全安心課
高齢福祉課

児童館等の公共機関や市内商業
施設、イベント会場等で配布を
行う事により、ＤＶについて広
く周知することができた。
関係諸機関とも連携を図ること
で、ＤＶ被害にある児童生徒に
関する迅速な支援等が図られて
いる。

令和元年度市民アンケー
トの「次にあげる行為が
ＤＶにあたると知ってい
ますか」において、「知
らなかった」と答えた男
女の割合が20％を超えた
のは、以下の項目であ
る。
・働きに行かせない
（26.9％）
・避妊に協力しない
（24.3％）
・外出や電話、メール、
SNSを細かくチェックする
（23.6％）
およそ四〜五人に一人
が、これらの行為がＤＶ
にあたるという認識を
持っていない。
学校では、道徳や特別活
動等と関連させ、ＤＶに
ついての知識や対応を学
ばせる必要がある。

引き続き啓発を行うこと
で、相手に対し、著しく
行動を制限し精神的・身
体的束縛を行うことや、
避妊に協力しないことは
暴力にあたるという認識
を高め、当該アンケート
項目における「知らな
かった」の回答率20％以
下を目指す。

継続

ＤＶに関す
る相談体制
の充実

こども福祉
課

今後も被害者支援のた
め、関連各課と密に連携
した相談体制の強化、き
め細かな相談に努める必
要がある。

被害者支援の理解を深
め、相談を受けた際の迅
速な情報提供。

継続

【高齢福祉課】
被害者を委託している高齢者施設への入所お
よび短期入所に繋げることにより、本人の安
全を確保している。

高齢者虐待については、性別に
関係なく誰でも被害者になり得
ることを十分に理解し、対応し
ている。

性別に関係なく、施設入
所等を円滑に調整できる
ようにしていく。

【安全安心課】
窓口、消費生活センター等でＤＶ被害が疑わ
れた場合、必要に応じて関係機関への案内を
行う。
令和元年度は、消費生活センターでは対象と
なる相談実績なし。

消費生活相談中、DV被害が疑わ
れた場合には、こども福祉課等
に繋ぎ、迅速な支援を図ってい
く。

【こども福祉課】
必要時、とちぎ男女共同参画センターの助言
を仰ぎながら、ケース支援に取り組むととも
に、下野警察署と連携して被害者に対する安
全確保に努めた。

関係機関と連携を図ることで、
要保護者への迅速な支援や被害
者の防止が図られている。

現在は女性の母子自立支
援員兼婦人相談員や保健
師が対応できているが、
相談内容が複雑化し、警
察との連携も増加してい
る。安全に対応していく
ために、女性職員以外の
対応やサポートも重要で
ある。

安心・安全に相談対応が
できるよう、相談員の配
置やプライバシーが守ら
れるスペースの確保など
を維持する。 継続

生活困難な状況等を繰り
返さないよう、就労支援
や生活の見直しに向けて
支援しているが、自立し
た生活の維持、継続には
より支援を要する。

関係機関と連携し、被害
者の自立した生活の維
持、継続を図る。

継続

【社会福祉課】
必要に応じて各課と情報共有を行う。平成31
年度対象となる相談実績なし。

- -

性別に関係なく誰でも被
害者になり得ることを十
分に理解し、対応するこ
とを継続していく。

継続

被害者の自
立支援の充
実

こども福祉
課
社会福祉課
市民課
学校教育課

【こども福祉課】
母子寮等、各関係機関と連携し、被害者の自
立に向けての相談体制や支援体制の充実を
図った。

関係機関と連携を図ることで、
自立に向けての支援を図ること
ができた。

改善・見直し

【学校教育課】
被害を受けた児童生徒に関するケース会議に
出席した。関係諸機関との連携や役割分担を
明確に設定し、学校に寄り添う体制をとって
いる。

関係諸機関と連携を図ること
で、被害のある児童生徒や家庭
に対し、迅速な支援や被害防止
が図られている。

様々なケースに対応でき
るよう、早急に学校と関
連機関をつなげ対応につ
いて共通理解をした上
で、慎重に進めていく必
要がある。

情報の提供と共有がス
ムーズになるよう努め
る。

継続

- 継続

【市民課】
被害者からの申請に対して最大限の配慮を
し、適切に処理している。

住基システム上、支援措置の表
示をすることによって、庁内他
課との情報共有を図る。

対応できる職員が限られ
ている為、マニュアルを
グループ内で共有し対応
できる職員を増やす。

対応可能職員を現在の2
名→4名に増やす。

継続

ストーカー
の防止に向
けた警察と
の連携

安全安心課 下野警察署をはじめ、下野地区防犯協会連合
会、自主防犯団体等と連携し、情報の共有化
を図り、市民を対象とした安全教室や情報発
信を実施している。

警察や関係団体との広報活動や
「SNS安全教室」「防犯教室」
の開催等、男女を問わず、参加
できる情報発信活動を実施して
いる。

警察や関係機関との連携
および連絡体制を強化
し、事案に対し、迅速な
対応ができる体制を確保
する必要がある。

栃木県労働委員会が発行するチラシを商工観
光課窓口に設置、および下野市立地企業連絡
協議会総会時に会員へ配布した。

市内の様々な業種の企業へ周知
を図ることができた。

さらに効果的な啓発手法
を検討し、啓発先企業の
制度理解を深める。

チラシの配布については
継続的に実施。
下野市立地企業連絡協議
会会員や、商工会会員へ
周知を行う。

（２）あ
らゆるハ
ラスメン
トやス
トーカー
防止のた
めの取組
の推進

職場や地域等にお
けるセクシュア
ル・ハラスメン
ト、パワー・ハラ
スメントやマタニ
ティ・ハラスメン
ト等、あらゆるハ
ラスメントを防止
し、差別意識や無
意識な慣習に根ざ
す肉体的・精神的
な全ての暴力の根
絶のため、人権の
尊重や暴力を許さ
ない社会意識の醸
成に向けた啓発活
動、意識改革のた
めのセミナーの実
施等、社会全体で
の取組を推進しま
す。

あらゆるハ
ラスメント
の防止のた
めの労使双
方の啓発・
情報提供

商工観光課

警察や関係機関との情報
共有化を促進し、迅速な
対応を図る。
ストーカー防止に向け、
広報啓発活動、安全教室
の充実化を図る。 継続
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施策の方向Ⅲ-３　国際的な視点からの男女共同参画の推進

担当課
評価

A

-

A

A'

A'

A'

-

小学2～4年生を対象とし
ており、低学年が慣れる
のに少し時間を要してい
る。

国際的視野を持った地域
リーダーの養成にちなが
るよう、よりきめ細かい
指導ができるような工夫
をしていく。 継続

担当課での情報収集・把握に留まり、情報提
供の実績なし。今後、広報や情報紙、ホーム
ページ、イベント等での啓発展示にてテーマ
として取り扱う。

-

国際的な先進事例につい
て具体的な情報発信がで
きていない。

国内の働き方の現状等も
鑑み、父親支援等に有効
な情報提供を目指す。

強化・充実

国際的視野
を持った地
域リーダー
養成のため
の学習機会
の提供

生涯学習文
化課

令和３～７年度（次期計画）

父親支援事
業など、国
際的な先進
事例に関す
る情報の収
集と提供

市民協働推
進課

継続

国際交流員
や外国語指
導助手等と
の交流活動
の促進

市民協働推
進課
学校教育課

【市民協働推進課】
国際交流員による料理教室やアドヴェンツカ
レンダー作り等のイベントを年4回、市内保育
園4施設および市内外の小中学校3校での国際
理解促進事業を行った。

国際交流員のイベントには親子
連れでの参加もあり、年代や男
女を問わず、ドイツについて
知ってもらうきっかけ作りと
なった。また、保育園では幼い
うちから英語に触れる機会を作
ることができた。

例年開催している国際交
流員イベントでも、何度
参加しても楽しんでもら
えるような内容を考える
必要がある。

国際交流協会との連携により、在住外国人と
の交流を目的としたティーパーティーの開催
のほか、グリムの森フェスティバルや生涯学
習情報センターまつり、産業祭等の市内のイ
ベントで、ドイツとの交流のPR活動を行っ
た。

ティーパーティーについては男
女を問わず、幅広い年齢での参
加があった。市内イベントに出
展する際はドイツの小物やお菓
子を販売し、家族連れにも興味
を持ってもらえるようPRした。

より多くの方にイベント
や出展について知っても
らい、参加してもらいた
い。

より多くの方に参加して
もらえるよう、周知をは
かる。

今後の
方向性

（１）男
女共同参
画のため
の国際情
報の収集
と提供

国際的に広い視野
を持って身近なと
ころから男女共同
参画を推進するた
め、様々な国際情
報の収集と提供に
努めます。

男女共同参
画に関する
様々な国際
情報の収集
と提供

市民協働推
進課

広報2月号コラム「ジェンダー・ギャップ指
数」を掲載。

事　業　の　内　容
男女共同参画の視点から
工夫・配慮した点、現状値

問題点・今後の課題 目　　標施　　策
施　　策　　内　　

容
事　　業 担当課

国際的視野を持った地域リーダーの養成につ
ながるよう、小学2年生～4年生を対象とした
英語講座を実施した。
・南河内公民館　青少年講座「挑戦！English 
 Time 2019」回数：5回　延べ参加者数：75名

講師は、元中学校の英語の教員
で子どもたちの指導に慣れてお
り、熱心に指導してくれた。館
外学習では2～3人の班に分か
れ、ＡＬＴの先生方と一緒に過
ごすことにより、より深く理解
できた。

（２）男
女共同参
画の視点
からの国
際交流の
推進

国際的な動向や先
進諸国の制度等に
ついて学び、国際
的視野を広めると
ともに多様な価値
観を普及するた
め、国際交流を推
進します。

国際交流活
動の促進と
支援の充実

市民協働推
進課

- 継続

継続

姉妹都市と
の交流事業
の促進

市民協働推
進課

次回令和2年度実施予定のため令和元年度実施
なし

- -

国際交流員イベントの内
容について、国際交流員
の意見を踏まえ工夫して
いく。

継続

【学校教育課】
外国語指導助手や日本人外国語指導が中心と
なって企画・運営する英語を使ったコミュニ
ケーション活動や野外活動等を実施した。
「サマーイングリッシュ・ファン」小1～小4
対象
「サマーイングリッシュ・アドベンチャー」
小5～中2対象

学年や男女混合の編成を行った
り、外国語指導助手との交流の
場を積極的に設けたりした。
野外活動等を通して、食事の準
備等も男女が協力して活動する
場を設けた。

中学生の参加を更に呼び
かけ、小学生と協力した
り交流したりする場を更
に広げること。

参加人数を多くする。ま
た、活動内容について精
選する。

最新のジェンダー・ギャップ指
数の発表に合わせ、現在の日本
の評価と市の政策（審議会等に
おける女性比率向上）について
周知した。

国際的な視点に基づく情
報発信が十分でなく、信
頼できる数値や取組の情
報収集が必要である。

SDGs等の視点にも配慮
し、市民の興味関心をひ
く啓発内容・方法を検討
する。

継続
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